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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】さまざまな家庭用機器の制御を統合するスマー
トスペースを提供する。
【解決手段】ハブと、ハブと通信する人工知能サーバと
によって提供されるスマートスペースにおいて、ハブは
、スマートスペースにおける少なくとも１つのスマート
オブジェクトからデータを受信する。人工知能サーバは
、少なくとも１つのスマートオブジェクトのそれぞれか
ら受信されたデータのクラスタを生成する。サーバは、
スマートオブジェクトにおける例外を検出し、スマート
オブジェクトを識別し、スマートオブジェクトを分類し
、ユーザ挙動を決定し、ユーザ意向を決定し、エネルギ
ー消費パターンを決定するか又は自動化された動作を作
成するために、あるいはこれらの組み合わせのために、
クラスタを使用することを備える処理を実行する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートスペースを提供するシステムであって、
　前記スマートスペースにおける少なくとも１つのスマートオブジェクトから、データを
受信するように構成されたハブと、
　前記ハブと通信する人工知能サーバであって、
　　　　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトのそれぞれから受信された前記デー
タのクラスタを生成し、
　　　　前記スマートオブジェクトにおける例外を検出し、前記スマートオブジェクトを
識別し、前記スマートオブジェクトを分類し、ユーザ挙動を決定し、ユーザ意向を決定し
、エネルギー消費パターンを決定し、又は、自動化された動作を作成するために、あるい
はこれらの組み合わせのために、クラスタを使用することを備える処理を実行するように
構成された前記人工知能サーバと、
を備えるシステム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトは、ドア／窓センサ、スマートプラグ、セ
ンサユニット、スマートソケット、スキッパー、存在タグ、スマート壁ユニット、サーモ
スタット、プラグ、調光器、テレビジョン、ホームシアターコンポーネント、家庭用機器
、又はロック、あるいはこれらの組み合わせを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　コマンドは、前記自動化された動作を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　クラスタを生成することは、
　時間期間に渡って、前記データを取得することと、
　前記データにおけるイベント間の時間的な関係性を識別することと、
　前記時間的な関係性を示すときに前記クラスタを形成することと、を備える、請求項１
に記載のシステム。
【請求項５】
　前記例外を検出することは、前記クラスタのいずれかからのしきい値距離内にない、前
記データにおける少なくとも１つのイベントを識別することを備える、請求項１に記載の
システム。
【請求項６】
　前記スマートオブジェクトを分類することは、オブジェクトタイプを示すパターンを識
別するために前記クラスタを解析することを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記スマートオブジェクトを分類することは、
　複数のオブジェクトタイプを示すパターンを識別するために前記クラスタを解析し、こ
れにより、複数のスマートオブジェクトを識別することと、
　前記複数のスマートオブジェクトを互いに合成オブジェクトに関係付けることと、を備
える、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ユーザ挙動を決定することは、繰り返されるユーザ動作を示すパターンを識別する
ために前記クラスタを解析することを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記エネルギー消費パターンを決定することは、エネルギー使用に対応する前記データ
におけるイベントを識別することと、時間期間に対するエネルギー使用データをコンパイ
ルすることと、を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記エネルギー消費パターンを決定することは、
　天気情報を取得することと、
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　前記天気情報を前記エネルギー使用と互いに関連付けることと、をさらに備える請求項
９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記自動化された動作を作成することは、アラートを生成することを備える、請求項１
に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記自動化された動作を作成することは、前記スマートオブジェクトに対するコマンド
を生成することと、前記サーバから前記ハブに前記コマンドを送ることと、を備える、請
求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ハブは、前記コマンドを前記スマートオブジェクトに送るように構成された、請求
項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記コマンドは、クラスタに関係付けられた動作を実行するために、前記スマートオブ
ジェクトを制御する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記人工知能サーバは、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトを、スマートスペ
ースネットワークに関係付けることを備える処理を実行するようにさらに構成された、請
求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記スマートオブジェクトを識別するための処理は、１つ以上の通信プロトコルを介し
て発見プロセスを実行することを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記処理の結果は、モバイルデバイス、パーソナルコンピュータ、テレビジョン、又は
これらの組み合わせに報告される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ハブは、テレビジョンに表示される出力を制御するようにさらに構成された、請求
項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記人工知能サーバは、前記ハブにソフトウェアをインストールするようにさらに構成
された、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ハブは、ディスプレイと制御装置と通信しており、
　前記ハブは、前記ディスプレイを介して前記スマートスペースの制御のためのユーザイ
ンターフェースを提供して、前記制御装置を介してユーザコマンドを受信するようにさら
に構成された、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記ディスプレイはテレビジョンである、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　スマートスペースを提供する方法であって、
　ハブにおいて、前記スマートスペースにおける少なくとも１つのスマートオブジェクト
から、データを受信することと、
　前記ハブと通信する人工知能サーバによって、前記少なくとも１つのスマートオブジェ
クトのそれぞれから受信された前記データのクラスタを生成することと、
　前記サーバによって、前記スマートオブジェクトにおける例外を検出し、前記スマート
オブジェクトを識別し、前記スマートオブジェクトを分類し、ユーザ挙動を決定し、ユー
ザ意向を決定し、エネルギー消費パターンを決定し、又は、自動化された動作を作成する
ために、あるいはこれらの組み合わせのために、クラスタを使用することを備える処理を
実行することと、
を備える方法。
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【請求項２３】
　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトは、ドア／窓センサ、スマートプラグ、セ
ンサユニット、スマートソケット、スキッパー、存在タグ、スマート壁ユニット、サーモ
スタット、プラグ、調光器、テレビジョン、ホームシアターコンポーネント、家庭用機器
、又はロック、あるいはこれらの組み合わせを備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　コマンドは、前記自動化された動作を備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　クラスタを生成することは、
　時間期間に渡って、前記データを取得することと、
　前記データにおけるイベント間の時間的な関係性を識別することと、
　前記時間的な関係性を示すときに前記クラスタを形成することと、を備える、請求項２
２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記例外を検出することは、前記クラスタのいずれかからのしきい値距離内にない、前
記データにおける少なくとも１つのイベントを識別することを備える、請求項２２に記載
の方法。
【請求項２７】
　前記スマートオブジェクトを分類することは、オブジェクトタイプを示すパターンを識
別するために前記クラスタを解析することを備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２８】
　前記スマートオブジェクトを分類することは、
　複数のオブジェクトタイプを示すパターンを識別するために前記クラスタを解析し、こ
れにより、複数のスマートオブジェクトを識別することと、
　前記複数のスマートオブジェクトを互いに合成オブジェクトに関係付けることと、を備
える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ユーザ挙動を決定することは、繰り返されるユーザ動作を示すパターンを識別する
ために前記クラスタを解析することを備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項３０】
　前記エネルギー消費パターンを決定することは、エネルギー使用に対応する前記データ
におけるイベントを識別することと、時間期間に対するエネルギー使用データをコンパイ
ルすることと、を備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項３１】
　前記エネルギー消費パターンを決定することは、
　天気情報を取得することと、
　前記天気情報を前記エネルギー使用と互いに関連付けることと、をさらに備える請求項
３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記自動化された動作を作成することは、アラートを生成することを備える、請求項２
２に記載の方法。
【請求項３３】
　前記自動化された動作を作成することは、前記スマートオブジェクトに対するコマンド
を生成することと、前記サーバから前記ハブに前記コマンドを送ることと、を備える、請
求項２２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記ハブによって、前記コマンドを前記スマートオブジェクトに送ることをさらに備え
る、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記コマンドは、クラスタに関係付けられた動作を実行するために、前記スマートオブ
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ジェクトを制御する、請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　前記人工知能サーバによって、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトを、スマー
トスペースネットワークに関係付けることを備える処理を実行することをさらに備える、
請求項２２に記載の方法。
【請求項３７】
　前記スマートオブジェクトを識別するための処理は、１つ以上の通信プロトコルを介し
て発見プロセスを実行することを備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項３８】
　前記処理の結果は、モバイルデバイス、パーソナルコンピュータ、テレビジョン、又は
これらの組み合わせに報告される、請求項２２に記載の方法。
【請求項３９】
　前記ハブによって、テレビジョンに表示される出力を制御することをさらに備える、請
求項２２に記載の方法。
【請求項４０】
　前記人工知能サーバによって、前記ハブにソフトウェアをインストールすることをさら
に備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ハブは、ディスプレイと制御装置と通信しており、前記方法は、
　前記ハブによって、前記ディスプレイを介して前記スマートスペースの制御のためのユ
ーザインターフェースを提供することと、
　前記ハブによって、前記制御装置を介してユーザコマンドを受信することと、をさらに
備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項４２】
　前記ディスプレイはテレビジョンである、請求項４１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　本願は、２０１４年１１月１１日に提出された、米国仮出願番号第６２／０７８３３７
号からの優先権を主張し、その全体が、参照によってここに組み込まれる。
【背景】
【０００２】
　従来のホームシステムにおいて、ユーザは、ポータブルデバイスを介して、家庭用機器
を遠隔で制御して管理することができる。多くの場合において、各家庭用機器は、手動で
操作されて制御される。スマートスペースは、さまざまな家庭用機器の制御を統合し得る
。スマートスペースは、家庭用機器の制御を統合するために、統合されたワイヤリング技
術、ネットワーク通信技術、セキュリティ技術、自動制御技術、ならびに、オーディオ及
びビデオ技術を使用する。スマートスペースネットワークは、ホームにおけるさまざまな
デバイスや機器やシステムの自動化された制御を提供するために、スマートスペースネッ
トワークが使用する設定や選択やスケジューリング情報を人が入力するのに使用する制御
パネルを含み得る。例えば、人は、所望の温度と、人がホームに不在であるときを示すス
ケジュールを入力し得る。人が在宅であるとき、ホームを所望の温度に暖める又は冷やす
ために、暖房（ｈｅａｔｉｎｇ）、換気（ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ）、及び、空気調和（
ａｉｒ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ）（「ＨＶＡＣ」）システムを制御するために、なら
びに、人がホームに不在であるとき、電力を消費するＨＶＡＣシステムのコンポーネント
をオフにすることによってエネルギーを保存するために、ホームオートメーションシステ
ムは、この情報を使用する。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】図１は、本発明の実施形態による、スマートスペースネットワークを示す。
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【図２】図２は、本発明の実施形態による、スマートスペースネットワークを示す。
【図３】図３は、本発明の実施形態による、スマートスペースネットワークを示す。
【図４】図４は、本発明の実施形態による、スマートスペースサーバを示す。
【図５】図５は、本発明の実施形態による、人工知能（ＡＩ）システムを示す。
【図６】図６は、本発明の実施形態による、ホームゲートウェイモジュールのブロックダ
イヤグラムを示す。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の実施形態による、ホームゲートウェイモジュールを示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の実施形態による、ホームゲートウェイモジュールを示す。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本発明の実施形態による、ホームゲートウェイモジュールを示す。
【図７Ｄ】図７Ｄは、本発明の実施形態による、ホームゲートウェイモジュールを示す。
【図７Ｅ】図７Ｅは、本発明の実施形態による、ホームゲートウェイモジュールを示す。
【図８】図８は、本発明の実施形態による、登録プロセスを示す。
【図９】図９は、本発明の実施形態による、マッピングプロセスを示す。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態による、マッピングプロセスを示す。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態による、学習スケジュールと人工知能（ＡＩ）ア
ルゴリズムを示す。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本発明の実施形態による、スマートオブジェクトを示す。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本発明の実施形態による、スマートオブジェクトを示す。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、本発明の実施形態による、スマートオブジェクトを示す。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、本発明の実施形態による、スマートオブジェクトを示す。
【図１２Ｅ】図１２Ｅは、本発明の実施形態による、スマートオブジェクトを示す。
【図１３】図１３は、本発明の実施形態による、機械学習プロセスである。
【図１４】図１４は、本発明の実施形態による、例外（ａｎｏｍａｌｙ）検出プロセスで
ある。
【図１５Ａ】図１５Ａは、本発明の実施形態による、システムによって集められたデータ
を示す。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、本発明の実施形態による、システムによって集められたデータ
を示す。
【図１６Ａ】図１６Ａは、本発明の実施形態による、システムによって集められたデータ
を示す。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、本発明の実施形態による、システムによって集められたデータ
を示す。
【図１７】図１７は、本発明の実施形態による、デバイス検出プロセスである。
【図１８】図１８は、本発明の実施形態による、パターン検出プロセスである。
【図１９Ａ】図１９Ａは、本発明の実施形態による、エネルギー監査スクリーンショット
である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、本発明の実施形態による、エネルギー監査スクリーンショット
である。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、本発明の実施形態による、エネルギー監査スクリーンショット
である。
【図１９Ｄ】図１９Ｄは、本発明の実施形態による、エネルギー監査スクリーンショット
である。
【図２０Ａ－１】図２０Ａ－パート１は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ａ－２】図２０Ａ－パート２は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２０Ｃ－１】図２０Ｃ－パート１は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｃ－２】図２０Ｃ－パート２は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
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ョットである。
【図２０Ｃ－３】図２０Ｃ－パート３は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｃ－４】図２０Ｃ－パート４は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｃ－５】図２０Ｃ－パート５は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｃ－６】図２０Ｃ－パート６は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｄ－１】図２０Ｄ－パート１は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｄ－２】図２０Ｄ－パート２は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｄ－３】図２０Ｄ－パート３は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｄ－４】図２０Ｄ－パート４は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｄ－５】図２０Ｄ－パート５は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｄ－６】図２０Ｄ－パート６は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｅ】図２０Ｅは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２０Ｆ－１】図２０Ｆ－パート１は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｆ－２】図２０Ｆ－パート２は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｇ－１】図２０Ｇ－パート１は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｇ－２】図２０Ｇ－パート２は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｇ－３】図２０Ｇ－パート３は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｇ－４】図２０Ｇ－パート４は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｈ－１】図２０Ｈ－パート１は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｈ－２】図２０Ｈ－パート２は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｈ－３】図２０Ｈ－パート３は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｈ－４】図２０Ｈ－パート４は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｈ－５】図２０Ｈ－パート５は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｈ－６】図２０Ｈ－パート６は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｉ－１】図２０Ｉ－パート１は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｉ－２】図２０Ｉ－パート２は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
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【図２０Ｉ－３】図２０Ｉ－パート３は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｊ】図２０Ｊは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２０Ｋ－１】図２０Ｋ－パート１は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｋ－２】図２０Ｋ－パート２は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｌ】図２０Ｌは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２０Ｍ－１】図２０Ｍ－パート１は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｍ－２】図２０Ｍ－パート２は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｍ－３】図２０Ｍ－パート３は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｍ－４】図２０Ｍ－パート４は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｍ－５】図２０Ｍ－パート５は、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンシ
ョットである。
【図２０Ｎ】図２０Ｎは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２０Ｏ】図２０Ｏは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２０Ｐ】図２０Ｐは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２０Ｑ】図２０Ｑは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２０Ｒ】図２０Ｒは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２０Ｓ】図２０Ｓは、本発明の実施形態による、ａｐｐスクリーンショットである。
【図２１】図２１は、本発明の実施形態による、クラスタ生成プロセスである。
【図２２】図２２は、本発明の実施形態による、例外検出プロセスである。
【図２３】図２３は、本発明の実施形態による、デバイス検出プロセスである。
【図２４】図２４は、本発明の実施形態による、合成デバイス検出プロセスである。
【図２５－１】図２５－パート１は、本発明の実施形態による、開／閉分類器（ｃｌａｓ
ｓｉｆｉｅｒ）である。
【図２５－２】図２５－パート２は、本発明の実施形態による、開／閉分類器（ｃｌａｓ
ｓｉｆｉｅｒ）である。
【図２６】図２６は、本発明の実施形態による、合成スマートオブジェクト分類器である
。
【図２７】図２７は、本発明の実施形態による、自動化された動作分類器である。
【図２８】図２８は、本発明の実施形態による、クラスタ化プロセッサである。
【図２９】図２９は、本発明の実施形態による、シーン生成プロセスである。
【図３０】図３０は、本発明の実施形態による、監査（ａｕｄｉｔ）プロセスである。
【図３１】図３１は、本発明の実施形態による、推奨プロセスである。
【図３２】図３２は、本発明の実施形態による、意向フィードバックプロセスである。
【図３３Ａ】図３３Ａは、本発明の実施形態による、ＴＶユーザインターフェーススクリ
ーンショットである。
【図３３Ｂ】図３３Ｂは、本発明の実施形態による、ＴＶユーザインターフェーススクリ
ーンショットである。
【図３３Ｃ】図３３Ｃは、本発明の実施形態による、ＴＶユーザインターフェーススクリ
ーンショットである。
【図３３Ｄ】図３３Ｄは、本発明の実施形態による、ＴＶユーザインターフェーススクリ
ーンショットである。
【図３３Ｅ】図３３Ｅは、本発明の実施形態による、ＴＶユーザインターフェーススクリ
ーンショットである。
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【いくつかの実施形態の詳細な説明】
【０００４】
　ここで記述されるシステム及び方法は、家庭用機器制御、及び／又は、他のデバイスの
制御のためのスマートスペースを提供して、可能にし得る。これらのシステム及び方法は
、学習することができるスマートスペースシステム及び方法を提供するために、進歩的な
データ処理及び／又は人工知能を利用し得る。さらに、これらのシステム及び方法は、既
存のインフラストラクチャと、有線及び無線のホームオートメーションネットワークとの
内のデバイスを統合して相互接続し得る。ここで記述される機能のいくつかは、例えば、
ビッグデータシステム、機械学習及び人工知能アルゴリズム、クラウドコンピューティン
グ技術、及びクラウドサービスを利用し得る。
【０００５】
　ここで記述されるシステム及び方法は、１つ以上のコンピュータを備え得る。コンピュ
ータは、演算及び／又は論理の動作を実行できる、任意のプログラム可能な機械又は複数
の機械であり得る。いくつかの実施形態において、コンピュータは、プロセッサ、メモリ
、データ記憶デバイス、及び／又は、他の一般に知られた又は新規のコンポーネントを備
え得る。これらのコンポーネントは物理的に、あるいは、ネットワーク又は無線リンクを
通して接続され得る。コンピュータは、前述のコンポーネントの動作を指示し得るソフト
ウェアも含み得る。コンピュータは、サーバ、ＰＣ、モバイルデバイス、ルータ、スイッ
チ、データセンター、分散型コンピュータ、及び他の用語のような、関連技術における当
業者によって一般に使用される用語によって言及され得る。コンピュータは、ユーザ及び
／又は他のコンピュータ間の通信を促進してもよく、データベースを提供してもよく、デ
ータの分析及び／又は変換を実行してもよく、ならびに／あるいは、他の機能を実行して
もよい。ここで使用されるこれらの用語は、交換可能であり、記述された機能を実行する
ことができる任意のコンピュータが使用され得ることを、当業者は認めよう。例えば、用
語「サーバ」が明細書中に現れ得るが、開示される実施形態は、サーバに限定されない。
【０００６】
　いくつかの実施形態において、記述されるシステム及び方法において使用されるコンピ
ュータは、特にスマートスペースを提供するために構成された、特殊目的のコンピュータ
であり得る。例えば、以下でさらに詳細を説明されるようなスマートスペース制御、統合
、学習等を実行するために一緒に動作するように構成された、特殊化されたプロセッサ、
メモリ、通信コンポーネント等に、サーバは装備され得る。
【０００７】
　コンピュータは、ネットワーク又は複数のネットワークを介して互いにリンクされ得る
。ネットワークは、完全に又は部分的に相互接続された任意の複数のコンピュータであっ
てもよく、ここにおいてコンピュータのいくつか又はすべては、互いに通信することがで
きる。いくつかの場合では、コンピュータ間の接続は、有線（例えば、イーサネット（登
録商標）、同軸、光、又は他の有線接続を介して）であってもよく、又は、無線（例えば
、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、ＷｉＭａｘ（登録商標）、又は他の無線接続を介して）であ
り得ることが当業者によって理解されよう。コンピュータ間の接続は、ＴＣＰのような接
続指向プロトコル、又は、ＵＤＰのような無接続プロトコルを含む任意のプロトコルを使
用し得る。少なくとも２つのコンピュータがデータを交換し得る任意の接続は、ネットワ
ークの基礎となり得る。
【０００８】
　ここで記述されるスマートスペースシステム及び方法によって制御され得るシステムの
例は、以下、セキュリティ技術、屋内ビデオインターコム、ホーム監視、ホーム侵入アラ
ーム、ホーム及び個室カード、ホーム設備、世帯エネルギー、オーディオ及びビデオ技術
、オーディオ及びビデオの集中型分配、バックグラウンドミュージック、ＨＶＡＣシステ
ム、照明システム、アラームシステム、ホームシアター、エンターテインメントシステム
、他の機器等を含み得るが、これらに限定されない。
【０００９】



(10) JP 2020-184345 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

　図１は、本発明の実施形態による、スマートスペースネットワーク１０を示す。スマー
トスペース９０は、ログストア４０及び／又はデータストア／メムキャッシュ（ｍｅｍｃ
ａｃｈｅ）２０と通信する（以下に記述される）システムを含み得る。ログデータ（例え
ば、以下に議論される、スマートスペース１００使用及び動向についてのデータ）は、ロ
グストア４０中に記憶され得る。Ａｐｐデータ（例えば、ユーザによる入力）は、データ
ストア２０中に記憶され得る。いくつかの実施形態において、データストア２０は、（例
えば、Ｃａｓｓａｎｄｒａ、ビッグテーブル、データフロー、Ｒｅｄｉｓ、ＭｏｎｇｏＤ
Ｂ、及び／又は、他のシステムのうちの１つ以上を使用する）ｎｏｎ－ＳＱＬデータベー
ス、及び、リアルタイムデータ処理技術であり得る。さらに、ａｐｐデータは、翻訳５０
及び／又はサーチ６０機能において使用され得る。ログデータ及び／又はａｐｐデータは
、ログストア４０及びデータストア２０によってアクセス可能なクラウド記憶装置３０中
にさらに記憶され得る。（以下で記述される）ビッグデータクエリ７０及び／又は予測８
０は、いくつかの実施形態において、クラウド記憶装置３０中に記憶されたデータを使用
する遠隔サーバによって実行され得る。
【００１０】
　図２は、本発明の実施形態による、スマートスペースネットワーク１００を示す。図１
が、提供され得る機能に関してネットワーク１０を図示したのに対して、図２は、ハード
ウェア要素間の関係性を図示する。例えば、ハブ１１０と複数の周辺デバイス１２０は、
図示されるように互いに通信し得る。各周辺デバイス１２０は、ハブ１１０によって制御
される、及び／又は、ハブ１１０によってデータが集められるデバイスであり得る。例え
ば、周辺デバイス１１０は、データを集める及び／又は機器を制御するスマートプラグ又
はスマートソケットのような、スマート機器及び／又はデバイスであり得る。１つ以上の
ユーザコンピュータは、ローカル又はワイドネットワーク１４０（例えば、ホームネット
ワーク又はインターネット）を介して、ユーザがハブ１１０と対話できるようにし得るａ
ｐｐ１３２～１３６に装備され得る。ハブ１１０はまた、スマートＴＶ制御機能（例えば
、ストリーミング媒体、ＤＶＲ等）を実行してもよく、（例えば、図３３Ａ～図３３Ｅに
おいて示されるように、）ユーザインターフェースをＴＶ上に表示し得る。いくつかの実
施形態において、ユーザが、ａｐｐ１３２～１３６を介して別な方法で実行され得るすべ
てのスマートスペース機能を実行できるように、ハブ１１０とＴＶは共同で機能し得る。
実際、ハブ１１０はコンピュータとして機能してもよく、ＴＶはディスプレイとして機能
してもよく、ハブ１１０はユーザの使用のためにａｐｐ１３６を提供してもよい。ＴＶ制
御（例えば、遠隔制御）、及び／又は、ハブ１１０で提供される遠隔制御を使用して、ユ
ーザは、ここで記述される機能を実行するために、ＴＶとハブを介してａｐｐ１３６と対
話し得る。
【００１１】
　さらに、第３者ａｐｐｓ１５２／Ｂ２Ｂａｐｐｓ１５４、第３者データベース１５６、
及び／又は、第３者ｅコマースプラットフォーム１５８のような外部要素は、ネットワー
ク１４０を介して、ハブ１１０及び／又はａｐｐ１３２～１３６と通信し得る。システム
ｅコマースプラットフォーム１６０はまた、ネットワーク１４０を介して、ハブ１１０及
び／又はａｐｐ１３２～１３６と通信し得る。システムｅコマースプラットフォーム１６
０は、さまざまなデータ（例えば、外部のユーザデータベース１７２、コンテンツ管理シ
ステム（ＣＭＳ）１７４、カスタマー関係性マネージャ（ＣＲＭ）１７６）を含み得る。
いくつかの実施形態において、例えば、ｅコマースプラットフォーム１６０及び／又は第
３者プラットフォーム１５８は、ユーザが、マルチメディアコンテンツを表示するための
アプリケーションをインストールし、ＩｏＴアプリケーションをインストールし、ソーシ
ャルメディアを共有し、及び／又は、スマートホームデバイス及びＩｏＴデバイスからの
予測及び推奨を受信するための機能を付加できるようにし得る。
【００１２】
　装置は、ａｐｐマーケットプレイスが、将来の新たなサービスやコンテンツプロバイダ
を提供するために、裏で新たなサービスとアプリケーションを自動インストールして、そ
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れらが利用可能になるとき、将来のアプリケーション及び新たなサービスを拡大できるア
プリケーションの中でも、新たなデバイスとプロトコルを制御できるようにする。
【００１３】
　図３は、ネットワーク１００の要素において含まれ得る特定のプロトコル、ａｐｐ、及
び機能を図示して、スマートスペースネットワーク１００の代替的なビューを提供する。
【００１４】
　図４は、本発明の実施形態による、スマートスペースサーバ２００を示す。サーバ２０
０は、例えば、図２のネットワーク１４０内に配置されてもよく、例えば、ハブ１１０及
び／又はａｐｐ１３２～１３６と通信し得る。サーバ２００は、機械学習トレーニングモ
ジュール２４０、機械学習（ＭＬ）実行モジュール２５０、及び／又は、機械学習監視モ
ジュール２６０のような、ＡＩ及び予測アルゴリズム／モジュールを含み得る。サーバ２
００は、デバイス（例えば、インターネットオブシングス（ＩｏＴ））データストア２１
０、機械学習トレーニングデータストア２２０、及び／又は、ＩｏＴビッグデータデータ
ストア２３０のような、さまざまなデータベースも含んでもよい。以下にさらに詳細に記
述されるように、周辺デバイス１２０において集められて、ハブ１１０によって収集され
たデータは、サーバ２００に送られて、ＩｏＴデータストア２１０において記憶され得る
。このようなデータは、（例えば、ＭＬトレーニングデータストア２２０に通されて、Ｍ
Ｌトレーニングモジュール２４０によって使用される）トレーニング、及び／又は、（例
えば、ＭＬ実行モジュール２５０及び／又はＭＬ監視モジュール２６０を介した）解析の
ために使用され得る。さまざまな通信プロトコル（例えば、ｚｉｇｂｅｅ、ｚ‐ｗａｖｅ
、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等）及び／又は、通信ボードとの対話モジ
ュールは、互いとは別のプロトコルを使用するデバイス間の特有の通信と、データストリ
ームとを可能にし得る。したがって、さまざまなタイプのデバイス、ブランド、コンフィ
ギュレーション等は、（ハブ１１０とサーバ２００を介して）スマートスペース内で対話
して、これにより、ここで記述される人工知能と機械学習機能によって制御され得る。サ
ーバ２００は、推奨のようなメッセージ、アラート、及び、ａｐｐ１３２～１３６に対す
る（及び／又は、ＴＶ３２０上での表示のためのハブ１１０に対する）通知を送るように
構成され得る。サーバ２００は、ユーザとの対話フィードバックを集め、フィードバック
を記憶し、システムの機械学習アルゴリズムの再トレーニングを助けるために、後の分析
においてそれを使用し得る。
【００１５】
　スマートスペースを提供するためのシステム及び方法は、居住用及び／又は商業用の環
境のさまざまな態様を操作して管理することができ得る。いくつかの実施形態において、
システムは、例えば、ハブ１１０、及び／又は、サーバ２００のＭＬモジュール２４０～
２６０を備える人工知能（ＡＩ）システムを用いてもよい。図５は、本発明の実施形態に
よるＡＩシステムを示し、制御／監視されているデバイスと、（例えば、リスト化された
ＡＰＩ及び／又は他のものを介した）ハブ１１０とサーバ２００とのデータ処理を図示す
る。システムは、異なるシナリオとユーザ習慣を学習して適応するように構成され得る。
ＡＩシステムは、ユーザのライフスタイル、機器のエネルギー管理能力、及びこれに類す
るものに基づいた、自動制御であり得る。例えば、システムは、デバイス及びセンサデー
タを使用して、ユーザの生活スペースとのユーザの対話について学習し得る。収集された
データを使用して、ＡＩシステムは、安全、快適さ、エネルギー最適化、及びこれに類す
るものに関して、ユーザに推奨を提供し得る。
【００１６】
　いくつかの実施形態は、クラウドベースの、又はそうでなければ、ネットワークアクセ
ス可能な遠隔システムに、スマートスペースを接続し得る。遠隔システムは、ビッグデー
タを管理して取り扱うことができ得る。システムは、オペレーティング・システム、機械
学習アルゴリズム、及び、ユーザの好みに適応するための予測モジュールを含み得る。ク
ラウドベースのシステムは、これらに対する、家庭外での又はオフィス外でのアクセスと
、ＡＩシステムに対するデータも提供し得る。
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【００１７】
　いくつかの実施形態において、システムは、システム、ビッグデータアーキテクチャ、
モバイルデバイス、及び通信プロトコルを統合するように構成された統合モジュールを含
み得る。さらに、システムは、第３者デバイス、機器、及びこれに類するもののインター
オペラビリティを可能にしてもよく、したがって、上のものの途切れない統合を可能にす
る。いくつかの実施形態において、統合モジュールは、インターオペラビリティに対する
オープンスタンダードを使用し得る。例えば、オープンスタンダードは、とりわけ、Ｈｏ
ｍｅ　Ｋｉｔ、Ｔｈｒｅａｄ、Ｉｎｓｔｅｏｎ、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、Ｚｗａｖｅ
、及び、Ｗｉ－Ｆｉからのプロトコルを備え得る。統合モジュールは、第３者スマートス
ペースシステムと、自動化された居住用デバイスの統合を提供し得る。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、システムは、スマートシステム（例えば、ＩｏＴデバイ
ス）の完全な一式の組み込みのために、ゲートウェイを提供し得る。例示的なゲートウェ
イデバイスは、モデム、ルータ、ネットワークスイッチ、デジタル信号デバイスのための
ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）、アナログ電話アダプタ、又は、
無線アクセスポイント、又は、これらの組み合わせを含み得る。ゲートウェイは、デバイ
ス製造者、又はオペレーティング・システム、又はファームウェア等から独立した異なる
デバイスに接続するためのメカニズムを提供し得る。例えば、図６は、本発明の実施形態
による、ホームゲートウェイモジュール（例えば、ハブ）１１０のブロックダイヤグラム
を図示する。ハブ１１０は、ＨＤＭＩ（登録商標）１１５又は他のインターフェースを介
して、ＴＶ３２０に接続し得る。いくつかの実施形態において、ハブ１１０は、ＴＶ３２
０に統合され得る。さらに、ハブ１１０は、メインのモード／プロセッサ１１１、電源１
１２ａ／ｂ、ＳＤカードスロット１１３、ＵＳＢ１１４、イーサネット１１６、ＷｉＦｉ
１１７、マルチプロトコル通信ドングル１１８、及び／又は、入力デバイス（例えば、マ
ウス、遠隔制御等）１１９のような要素を含み得る。ハブ１１０は、第３者ホームオート
メーションデバイス３１０及び／又はネットワーク１４０と通信し得る。ユーザは、例え
ば、ＴＶと他のデバイス１２０を制御するために、及び／又は、ハブ１１０からの情報を
受信するために、入力デバイス１１９とＴＶ３２０とを使用して、ハブ１１０と対話し得
る。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、ハブ１１０は、パーソナルコンピュータ又は他のデバイ
スに接続されてもよく、ハブ１１０と対話するためのファームウェア／ソフトウェアは、
ハブ１１０の潜在能力をさらに開発するために、コンピュータ上にダウンロードされてイ
ンストールされ得る。ハブ１１０は、インジケータ及びユーザインターフェースを含み得
る。１つの実施形態において、ハブ１１０に対するソフトウェアは、予め構成されたコマ
ンドをユーザに提供し得る。例えば、予め構成されたコマンドは、ヘルプ、バージョン、
リセット、任意のデバイスの取得状態／状況、任意のデバイスの設定状態、バインド、フ
ァクトリーリセット、ネットワーク詳細、ブートモード、日付時間コマンド、及びバイン
ドセットであり得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、ゲートウェイは、スマートボックス又はドングルを使用
して提供され得る。いくつかの実施形態において、システムは、Ｇｏｏｇｌｅ　Ａｎｄｒ
ｏｉｄプラットフォームに基づいたオペレーティング・システムを含み得る。ゲーム制御
装置、遠隔制御、及び／又は、モバイルアプリケーションは、例えば、コマンドをシステ
ムに入力するのに使用され得る。いくつかの場合において、スマートボックスは、テレビ
ジョンセットに取り付けられてもよく、ユーザは、例えば、テレビジョンインターフェー
スを介してシステムと対話してもよい。オプション的に、スマートボックスは、ユーザイ
ンターフェースを含む中央独立型ボックスであり得る。システムは、インターネット、ル
ータ及び／又はＷｉ－Ｆｉで、又はこれらなしで動作し得る。システムは、インストール
されたサーバを有してネットワークを作成してもよく、これにより、デバイスは、例えば
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インターネット又は他の別のネットワークの必要なく、システムと通信し得る。人間の環
境とインターフェースのさまざまな態様を操作して管理し得る、ビルトイン・マルチプロ
トコル・アーキテクチャを介して、スマートボックスは、相互接続されたデバイス及び装
置の完全な一式をクラウド学習システムに接続し得る。さらに、システムは、アップグレ
ードを受信して、新たに導入されたデバイス及びこれに類するものをサポートするために
、付加的なアプリケーションを追加するように構成され得る。
【００２１】
　システムは、インテリジェント発見及びインテリジェントマッピングで、マルチプロト
コル第３者デバイスを統合し得る。システムハードウェアは、多くの標準規格と技術を集
約する幅広い範囲のデバイスと通信し得る。第３者スマートスペースデバイスとの通信は
、マルチプロトコルであり得る通信ドングルの使用で達成され得る。ドングルによってサ
ポートされる通信プロトコルは、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｚｉｇｂｅｅ、Ｚｗａｖｅ、Ｔｈｒｅａｄ
、Ｈｏｍｅ　Ｋｉｔ、及び、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙを含み得る。通
信ドングルを通して、システムは第３者デバイスを制御して通信し得る。
【００２２】
　システムについての例示的な開示が、図７Ａ～図７Ｅにおいて示される。ケース及びそ
れが作られる材料の設計は、無線範囲を最適化するように選択され得る。図７Ａは、ボッ
クスに対する底面図を示す。図７Ｂは、システム状況を伝達し得るインジケータ照明を有
するボックスの正面図を示す。図７Ｃは、ボックスの等角図を示し、図７Ｄは、左側面図
を示し、図７Ｅは、裏側面図を示す。
【００２３】
　システムは、プラグを含み、インスタレーション及び初期化機能を果たし得る。プラグ
及びシステムのプレイ機能は、インストールされたゲートウェイソフトウェアによって実
行され得る。例えば、ユーザが、初めてスマートボックスを電源にプラグ接続するとき、
利用可能なネットワークに接続して異なるモジュールを操作可能にするために、システム
メモリ中に記憶されたプログラムは、ドライバをロードして自動的にシステムを初期化し
得る。例えば、ＺｉｇＢｅｅで、ドライバは、利用可能な最良のＺｉｇＢｅｅ無線チャネ
ルをサーチし、識別されたチャネルにおいてＺｉｇＢｅｅネットワークを作成し、ネット
ワーク情報を得て、情報をローカルに記憶し、及び／又は、情報をクラウドに自動的にア
ップロードし得るネットワーク初期化シーケンスを実行し得る。
【００２４】
　システムがインターネットに接続されたとき、これは、自動プラグを起動して、登録プ
ロセスを行い得る。システムがインターネット接続能力を有するローカルネットワークに
接続するとき、自動的な登録プロセスは開始し得る。図８は、本発明の実施形態による、
例示的な登録プロセスを示しており、ここにおいて、ハブ１１０は、サーバ２００に登録
してもよく、モバイルａｐｐ１３２／１３４及び／又はｗｅｂ　ａｐｐ１３６を介して、
スマートスペースに割り当てられ得る。例示的なａｐｐログインについては、図２０Ｋを
参照されたい。システムがインターネットに接続した後、これは、クラウドサービスに自
動的に接続して、これ自体を登録サーバに自動的に登録し得る。図８において、ハブ１１
０は、サーバ２００に登録し得る。モバイルａｐｐ１３２／１３４は、ハブ１１０とサー
バ２００に接続するために、ａｐｐがインストールされるデバイスを指示し得る。ｗｅｂ
　ａｐｐ１３６は、サーバ２００に接続して、アカウントをハブ１１０に関係付けるため
に、ａｐｐがインストールされるデバイスを指示し得る。登録後、システムは、クラウド
中のスペースに追加されるか、又は、追加されないかのいずれかであり得る。ユーザがク
ラウドスペースにシステムを追加したい場合、ユーザは、ａｐｐを使用してクラウドにロ
グインし得る。ａｐｐ（例えば、モバイルａｐｐ１３２／１３４）を介して、ユーザは、
ハブ１１０をスマートスペースに割り当て得る。ログインがシステムと同じネットワーク
にあるとき、アプリケーションは、ＵＰｎＰを介してシステムを検出してもよく、システ
ムをクラウド中の規定されたスペースに割り当てるために、ユーザにオプションを与えて
もよい。オプション的に、システムがＵＰＮＰを介して検出されない場合、モバイルデバ



(14) JP 2020-184345 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

イスアプリケーションは、ユーザがシステムＭＡＣアドレスに入るのを可能にする、及び
／又は、要求し得る。登録プロセスは、アプリケーションに加えて、システムの確認の際
に終了し得る。スペース作成／編集のための例示的なインターフェースについては、図２
０Ｌ～図２０Ｍを参照されたい。
【００２５】
　図９及び図１０は、本発明の実施形態による、例示的なデバイスマッピングプロセスを
図示しており、ここにおいて、ハブ１１０は、デバイス１２０を自動的に発見してもよく
、ならびに／あるいは、ユーザは、モバイルａｐｐ１３２／１３４及び／又はｗｅｂ　ａ
ｐｐ１３６を介して、デバイス１２０を追加し得る。デバイス１２０を追加するためのユ
ーザインターフェースの例については、図２０Ａを参照されたい。デバイス１２０を編集
するためのユーザインターフェースの例については、図２０Ｄを参照されたい。ネットワ
ーク上で互いの存在を途切れなく発見して、データ共有や通信及び／又はエンターテイン
メントのための、機能的なネットワークサービスを確立するためのパーソナルコンピュー
タ、プリンタ、インターネットゲートウェイ、ＷｉＦｉアクセスポイント、モバイルデバ
イス、又は、任意の企業クラスのデバイスのような、ネットワーク化されたデバイスを許
可し得るシステムソフトウェア／ファームウェアの一部として、ネットワーキングプロト
コルのセットはインストールされ得る。例えば、プロトコルは、ユニバーサルプラグアン
ドプレイ（ＵＰｎＰ）プロトコルであり得る。
【００２６】
　図９において、９０１では、ユーザは、（ａｐｐ１３２～１３６を介して）ハブ１１０
に、ｚｗａｖｅデバイスを走査するように指示し得る。９０２において、デバイス１２０
は、ハブ１１０に応答してもよく、９０３において、ハブ１１０は、ユーザからのデバイ
ス１２０の確認を要求してもよく、又は、いくつかの場合において、デバイスは、ユーザ
の対話なしで自動的にセットアップしてもよく、ハブ１１０は、自動的に走査し得る。９
０４において、ユーザは、（ａｐｐ１３２～１３６を介して）デバイス１２０が追加され
るべきことを、ハブ１１０に確認し得る。追加デバイスプロセスが自動的に実行される場
合、ユーザは、ユーザがネットワークにおいて欲しないデバイスを削除することができ得
る。９０５において、ハブ１１０は、基本的なデバイス情報と製造者情報を要求して受信
して、追加されるべき各デバイス１２０と通信し得る。９０６において、ハブ１１０は、
受信された情報をサーバ２００に報告してもよく、これは、ハブがデバイス１２０を制御
できるようにして、９０７において、デバイス１２０アクティビティをハブ１１０に戻し
得る。さらに、９０８において、サーバ２００は、デバイス１２０に対するユーザインタ
ーフェースを生成して、９０９において、ユーザインターフェースをａｐｐ１３２～１３
６に送り得る。
【００２７】
　図１０において、１００１では、ユーザは、（ａｐｐ１３２～１３６を介して）ハブ１
１０に、ＺｉｇＢｅｅデバイスを走査するように指示し得る。１００２において、デバイ
ス１２０は、ハブ１１０に応答してもよく、１００３において、ハブ１１０は、ユーザか
らのデバイス１２０の確認を要求してもよく、又は、いくつかの場合において、デバイス
は、ユーザの対話なしで自動的にセットアップしてもよく、ハブ１１０は、自動的に走査
し得る。１００４において、ユーザは、（ａｐｐ１３２～１３６を介して）デバイス１２
０が追加されるべきことを、ハブ１１０に確認し得る。追加デバイスプロセスが自動的に
実行される場合、ユーザは、ユーザがネットワークにおいて欲しないデバイスを削除する
ことができ得る。１００５において、ハブ１１０は、製造者ＩＤ、製品ＩＤ、アクティブ
エンドポイント、アクティブエンドポイント入力クラスタ、及び、アクティブエンドポイ
ント出力クラスタを要求して受信して、追加されるべき各デバイス１２０と通信し得る。
１００６において、ハブ１１０は、受信された情報をサーバ２００に報告してもよく、こ
れは、ハブがデバイス１２０を制御できるようにして、１００７において、デバイス１２
０アクティビティをハブ１１０に戻し得る。さらに、１００８において、サーバ２００は
、デバイス１２０に対するユーザインターフェースを生成して、１００９において、ユー
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ザインターフェースをａｐｐ１３２～１３６に送り得る。
【００２８】
　システムは、（イーサネット、又は、ＷｉＦｉ、及び、ｕｐｎｐ／ｄｌｎａのような異
なるプロトコルを通した）ＬＡＮ、ＺｉｇＢｅｅ、ｚｗａｖｅ、ｔｈｒｅａｄ、Ｈｏｍｅ
ｋｉｔ等のような異なるネットワークにおいて、デバイスを発見することを自動的に開始
し得る。システムは、インテリジェント発見及びマッピングプロセスを実行してもよく、
これにより、システムは、デバイスをローカルに追加して、その後、クラウドにコンフィ
ギュレーションをプッシュし得る。コンフィギュレーションと自動加入とプログラミング
は、クライアントのスマートフォンや、タブレットや、コンピュータ等の中に複製され得
る。
【００２９】
　ネットワークが、ネットワークデバイスを発見するための特有のセキュリティプロセス
（例えば、ｚｗａｖｅドアロック）を必要とするとき、システムは、発見／マッピングプ
ロセスを実行するための安全な接続とプロトコルを確立し得る。マッピング／発見プロセ
スを仕上げるために、オートメーションの代わりに、イベント（デバイスにおける物理的
ボタン、モバイルａｐｐｓ、ｗｅｂ　ａｐｐｓ等）トリガがシステムによって要求され得
る。
【００３０】
　インテリジェントマッピングソフトウェアは、システムと統合するために、第３者ベン
ダーからのデバイス及び通信プロトコルを発見し得る。例えば、デバイス１２０と通信し
て、既知のデバイスＡＰＩデータに対して受信されたデータをチェックする、ハブ１１０
及びサーバ２００を通して、発見は達成され得る。統合モジュールのインテリジェントマ
ッピングソフトウェアは、デバイスの機能ｄｅｖｉｃｅｓ’　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔ
ｉｃｓを、システムに自動的にロードし得る。さらに、統合モジュールは、データをクラ
ウドに自動的にバックアップし得る。さらに、インテリジェントマッピングソフトウェア
は、自動ハードウェアハンドラを生成し得る。これらのハンドルは、これらのデバイスと
通信して制御するための異なるモジュールによって、記憶されて使用され得る。
【００３１】
　図９は、実施形態による、Ｚｗａｖｅインテリジェントマッピングプロセスを図示する
。プロセスは、Ｚｗａｖｅネットワークにおいて利用可能なデバイスを走査して、デバイ
スをシステムＺｗａｖｅネットワークに追加するために、システムをトリガすることを伴
い得る。いったんＺｗａｖｅコンパチブルデバイスがシステムと同じネットワークに追加
されると、システムは、デバイスから基本的な情報を得ることがある。
【００３２】
　次に、システムは、コマンド「製造者情報を得る」を、「ノードＩＤ」とともに送り得
る。これは、ネットワークからの製造者情報応答を戻し得る。プロセスは、検出された新
たな各デバイスに対して唯一の識別子を作成し得る。例えば、唯一の識別子は、製品タイ
プＩＤ及び／又はデバイスのシリアルナンバーを含み得る。Ｚｗａｖｅデバイスから取得
された情報は、例えば、シリアルナンバー、製造者情報、及び、デバイスによってサポー
トされたコマンドを含み得る。機械学習アルゴリズムは、デバイスに対するユーザインタ
ーフェースを自動的に生成するために、集められた情報を適用し、デバイスの能力を検出
し、自動ユーザインターフェース生成を使用し得る。
【００３３】
　図１０は、実施形態による、Ｚｉｇｂｅｅインテリジェントマッピングプロセスを図示
する。モバイルデバイスからのトリガ及び／又はＷｅｂアプリケーションは、システムに
、Ｚｉｇｂｅｅネットワーク中で利用可能なデバイスを走査して、検出されたデバイスを
ゲートウェイに追加するように命令し得る。システムは、ＺｉｇＢｅｅコンパチブルデバ
イスからの製造者識別を問い合わせ得る。データを得た後にデバイスが認識されない場合
において、システムは、デバイスのアクティブエンドポイントにクエリを送って、デバイ
スからのアクティブエンドポイントのリストを受信し得る。デバイスのアクティブエンド
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ポイントのリストを得た後に、各エンドポイントにおけるすべてのクラスタのリストを得
るために、システムは、各エンドポイントの入力クラスタ及び出力クラスタに要求を送り
得る。これは、デバイスタイプ、エンドポイントの機能性、及び、エンドポイントによっ
てサポートされるコマンドを提供し得る。前述の情報を集めた後に、機械学習アルゴリズ
ムは、情報に適用され得る。機械学習は、デバイスの能力をさらに検出してもよく、デバ
イスに対するユーザインターフェースを自動的に生成するために、自動ユーザインターフ
ェース生成を使用し得る。
【００３４】
　いったんハブ１１０がセットアップされて、デバイス１２０が追加されると、ハブ１１
０とサーバ２００は、スマートスペースにおいてデバイス１２０を監視して制御すること
を開始し得る。図１１は、本発明の実施形態による、学習スケジュールと、ＡＩアルゴリ
ズムを示す。上で記述されたように、ハブ１１０は、初めにセットアップされてもよく、
その後、ハブ１１０及びサーバ２００（一括して「システム」）は、デバイス１２０から
データを収集するのを開始し得る。データが入ってくるにつれて、システムは、デバイス
１２０の動作のパターンを学習して、モジュール２４０～２６０をトレーニングし得る。
ユーザが作成したシーン及びルールも、同様に（例えば、デバイス１２０が動作し得る又
は動作し得ないときを規定して、ならびに／あるいは、単独で又は他のデバイス１２０と
の組み合わせにおいて、デバイス１２０アクティブ化及び／又は非アクティブ化のプログ
ラムされたシーケンスであり得る、「シーン」又は「バトラー」を作成して）入力され得
る。シーン又はバトラーを作成するための例示的なインターフェースについては、図２０
Ｃを参照されたい。作成されたシーン又はバトラーを使用するための例示的なインターフ
ェース、及び／又は、個々のデバイスについては、図２０Ｅ～Ｊを参照されたい。学習が
行われるとき、システムは、スマートスペースの効率に対してなされ得る改善を認識して
、（例えば、ａｐｐ１３２～１３６を介して、図２０Ｂ参照）ユーザにアラートを送るこ
とを含む、最適化示唆を提供し（及び／又は、最適化するための動作を行い）得る。時間
が経つにつれて、システムは、データ観測及び学習に基づいて、スマートスペース効率及
び住みやすさにおける改善に影響し得る。
【００３５】
　システムによって制御されるいくつかのオブジェクトは、スマートオブジェクトであり
得る。スマートオブジェクトは、デバイスタイプ、機器挙動認識、使用パターン認識、例
外検出、ジオロケーション使用、自動化された動作、及び／又は、他の機能についてのデ
ータを提供するためのデータ解析及び要約機能を含み得る。ハブ１１０及び／又はサーバ
２００は、スマートデバイスを通して接続される機器の種類を検出し得る。ハブ１１０及
び／又はサーバ２００は、アクティビティ、部屋／スペース、及び／又は、ジオロケーシ
ョン検出を実行して、スマートオブジェクトから検出されたデータのクラスタを形成し得
る。ハブ１１０及び／又はサーバ２００は、データクラスタに基づいて、経時的にデバイ
ス使用パターンを検出し得る。ハブ１１０及び／又はサーバ２００は、スマートオブジェ
クトによって集められたデータ（例えば、使用パターンデータ）に関連する、異なる異常
挙動を検出し得る。スマートオブジェクトは、集められたデータをハブ１１０に送信して
もよく、ハブ１１０及び／又はサーバ２００は、例えば、使用パターン及び／又は例外検
出を実行し得る。スマートオブジェクトは、自動化されたシーン及びバトラー生成も含み
得る。
【００３６】
　図１２Ａ～図１２Ｅは、本発明の実施形態による、スマートオブジェクトの分解組立図
を示す。これらのスマートオブジェクトは、例としてのみ提示されており、当業者は、他
のオブジェクト及び／又はコンフィギュレーションが可能であることを認識されたい。
【００３７】
　ドア／窓センサ１２１０は、互いの近く（ドア／窓に対して１つと、近くの静的な表面
に対して１つ）に据え付けられて、いつドア／窓が開かれる／閉じられるかを感知するよ
うに構成された２つのユニットを含み得る。例えば、第１のユニットは、正面プレート１
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２１１、ファスナ１２１２、回路１２１３、及びハウジング１２１４を含み得る。第２の
ユニットは、正面プレート１２１５、マグネット１２１６、背面プレート１２１７を含み
得る。回路１２１３は、マグネット１２１６の磁気フィールドの存在／不在を検出して、
（例えば、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、又は他のいくつかの接続を介して）ハブ１１
０にこの検出を報告し得る。センサは、開かれて閉じられることができるもの（例えば、
ドア、窓、キャビネット、引き出し等）に取り付けられてもよく、これらが開かれるとき
、アラートを生成し得る。開／閉センサは、加速度計で動きを検出してもよく、及び／又
は、温度や湿度や明るさに対するセンサを含み得る。
【００３８】
　スマートプラグ１２２０は、アウトレット１２２１、端末１２２２、１つ以上の回路基
板１２２３／１２２４、ハウジング１２２５、ボタン１２２６を含んでもよく、これは、
回路基板１２２３／１２２４のうちの１つ以上と接触してもよく、ハウジング１２２５と
インレット１２２７／１２２８において据え付けられ得る。回路基板１２２３／１２２４
は、アウトレット１２２１にプラグ接続されたデバイスの存在及び／又は電力使用を検出
し得る回路を含み、（例えば、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、又は、他のいくつかの接
続を介して）ハブ１１０にこの検出を報告し得る。スマートプラグは、機器をスマートデ
バイスに単純にプラグ接続することによって、任意の電気的な機器をスマートデバイスに
し得る。スマートプラグは、電力アウトレットとデバイスの間に配置され得る。システム
に関連して、スマートプラグは、ユーザが、効率を高め、デバイスをオンとオフにし、及
び／又は、どこからでもエネルギー消費を監視して制御できるようにし得る。ユーザは、
エネルギー使用を追跡して、スマートプラグが環境において高温を検出した場合、電源供
給を自動的に中断することができ得る。スマートプラグがランプにプラグ接続された場合
、それは、環境におけるルーメンを検出して、それが暗くなるときにランプをつけ得る。
スマートプラグは、ランプの照明を減光し得る。スマートプラグ１２２０は、他のアウト
レットをカバーするのを避ける（例えば、スマートプラグ１２２０が、２アウトレットの
壁コンセントにおいて、第１のアウトレットにプラグ接続された場合、これは、第２のア
ウトレットはカバーし得ない）ように構成され得る。
【００３９】
　センサユニット又はスマートステーション１２３０は、上部カバー１２３１／１２３２
、下部カバー１２３３、正面カバー１２３４、背面カバー、１つ以上のファスナ１２３６
／１２３８、電力インレット１２３７、及び回路１２３９を含み得る。回路１２３９は、
１つ以上のセンサ（例えば、照明センサ、ガスセンサ、温度センサ、等）を含み得る。回
路１２３９は、（例えば、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、又は、他のいくつかの接続を
介して）ハブ１１０にセンサアウトプットを報告し得る。例えば、スマートステーション
は、組み込みカメラ及び／又は他のセンサを含んでもよく、感情、顔検出、空気品質、煙
、ＣＯ、温度、気圧、存在、動き、湿度、明るさ等を測定し得る。例えば、スマートステ
ーションは、暗さが検出されたときに、ランプをオンにするのを自動化し得る。スマート
ステーションは、誤検出を除去するために、加速度計を使用して動きを検出し得る。スマ
ートステーションは、火炎に対して警告してもよく、アラートを送ってＣＯ中毒を防ぐの
を助けるために、「空気品質検出」（スマートステーション保護）を含み得る。
【００４０】
　スマートソケット１２４０は、下部カバー１２４１、回路１２４２、上部カバー１２４
３、及び、ソケットスレッド１２４４を含み得る。ソケットスレッド１２４４は、スマー
トソケット１２４０に取り付けられる照明に、スマートソケット１２４０が取り付けられ
るソケットからの電力を供給し得る。回路１２４２は、スマートソケット１２４０に取り
付けられたデバイスの存在、及び／又は電力使用を検出して、この検出を（例えば、Ｗｉ
Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、又は他のいくつかの接続を介して）ハブ１１０に報告し得る
。スマートソケットは、ユーザがエネルギー使用を監視し、照明を減光し、いつどこから
でも、それらをオン／オフにし、混雑した家の見た目を提供するためにそれらをランダム
なパターンで設定することができるようにし得る。
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【００４１】
　赤外線スキッパー１２５０は、上部カバー１２５１、１つ以上のファスナ１２５２、回
路１２５３、ミドルカバー１２５４、及び、下部カバー１２５５を含み得る。回路１２５
３は、赤外線遠隔制御（例えば、テレビジョンと、他のホームシアターコンポーネント等
）を使用して、機器を検出し得る赤外線トランシーバを含み得る。回路１２５３は、この
ような機器を制御するとともに、機器についての情報を検出するように構成され得る。回
路１２５３は、（例えば、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、又は、他のいくつかの接続を
介して）ハブ１１０からコマンドを受信して、ハブ１１０にデータを報告し得る。この例
において赤外線が示されるが、いくつかの実施形態において、スキッパー１２５０は、赤
外線を介するのに加えて、又は、赤外線を介する代わりに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又は他の
接続を介して、機器と通信し得る。スキッパーは、ユニバーサル遠隔制御やＩＲブラスタ
として機能し得る。スキッパーは、部屋において配置されてもよく、それは、赤外線技術
（例えば、ＡＣ、ＴＶ、ＤＶＲ、及び、オーディオシステム）を有するすべての機器を検
出し得る。赤外線接続を使用して、スキッパーは、ユーザがどこからでもデバイスを制御
できるようにし得る。
【００４２】
　システムは、いくつかの実施形態において、存在タグ（例えば、ハブ１１０と通信し得
るＲＦＩＤタグ、及び／又は、上で記述されたもののようなスマートデバイス）も含み得
る。存在タグは、タグが指定されたゾーン内から取り外された場合、アラートをトリガし
得る。ゾーンは、システムを使用してカスタマイズ可能であり得る。例えば、子供のバッ
クパックがタグ付けされてもよく、タグは、子供が学校から戻ったときに、アラートをト
リガし得る。存在タグは、キーチェーン、ペットの首輪等に実装され得る。タグは、シス
テムが、タグが範囲内にあるかどうかを知ることができるようにし得る。オプション的に
、存在タグは、ユーザの存在に基づいて、動作を自動的にトリガし得る。例えば、ユーザ
がリビングルームに足を踏み入れるとき、システムは、お気に入りの音楽を流し、照明を
オンにし、又は、他の任意のカスタマイズされた機能を予め形成し得る。
【００４３】
　システムはまた、アウトレットを変更する必要なく、任意のソケット又はスイッチを変
換し得るスマート壁ユニットを含み得る。それは壁におけるボックスの内部にインストー
ルされてもよく、標準規格電気ボックス（例えば、壁ソケット又はスイッチ）とコンパチ
ブルであってもよい。スマート壁ユニットは、電気ボックス内のハードワイヤードを除い
て、スマートプラグ１２２０とスマートソケット１２４０と同様に、他の機能の中でも、
オン／オフ切り替え、減光、及びエネルギー監視をできるようにし得る。
【００４４】
　システムは、Ｃｅｎｔｒａｌｉｔｅやその他によって製造された、スマートサーモスタ
ット、プラグ、及び、調光器；及び／又は、Ｋｗｉｋｓｅｔやその他によって製造された
ドアロック、のような第３者デバイスと通信するようにも構成され得る。
【００４５】
　以下は、システム及び人工知能によって使用され得る、スマートオブジェクト分類カテ
ゴリタイプの例示的なセットである。　
　・機器
　・照明
　・ドア＆窓
　・エンターテインメント
　・その他
　各カテゴリ内で、例えば以下のような、特定のスマートオブジェクトが提供され得る。
　
　・機器：
　　　　・コーヒーメーカー
　　　　・トースター
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　　　　・冷蔵庫
　　　　・電子レンジ
　　　　・洗濯機
　　　　・ドライヤー
　　　　・食器洗い機
　　　　・冷凍庫
　・照明：
　　　　・読書灯
　　　　・ベッドランプ
　　　　・スポットライト
　　　　・天井灯
　　　　・シャンデリア
　　　　・壁照明
　　　　・屋外照明
　・ドア＆窓：
　　　　・玄関ドア
　　　　・ガレージドア
　　　　・屋外ドア
　　　　・屋内ドア
　　　　・門
　　　　・窓
　・エンターテインメント
　　　　・ＴＶ
　　　　・メディアプレーヤ
　　　　・ゲーム機
　　　　・音楽プレーヤ
　　　　・スピーカ
　　　　・コンピュータ
　　　　・ＤＶＲ／ＴｉＶｏ
　・その他：
　　　　・電話機
　　　　・ルータ
　　　　・ヒータ
　　　　・空調
　　　　・ＨＶＡＣ
　　　　・ファン
　　　　・天井ファン
　システムは、その環境の異なる態様（例えば、ユーザとデバイス）を学習して、スマー
トオブジェクト分類を自動的に実行し得る。システムは、特にスマートスペースと、商業
システムと、インターネットオブシングスシステムと、アーキテクチャとに適用するため
に同調された学習アルゴリズムを含み得る。アルゴリズムは、ビッグデータモジュールに
関連して動作し得る。ビッグデータモジュールは、イベントを検出して捕捉し得る。例え
ば、ユーザがスイッチを手動でオンにした場合、ビッグデータモジュールは、そのイベン
トを捕捉してもよく、又は、電球が切れた場合、ビッグデータモジュールは、１つ以上の
例外検出モジュールやその他を通して、そのイベントを捕捉し得る。システムは、エネル
ギーを保存するための効果的な方法をさらに学習でき得る。ＡＩモジュールは、ユーザ、
センサ、アクチュエータ等から収集されたデータから学習して、コストセーブオプション
を家庭及び商業環境に提供できる。ＡＩモジュールは、ユーザが機器からのメトリックを
取得するのをさらに可能にし、ユーザがまだ適用していないかもしれない機能についての
示唆を提供し得る。
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【００４６】
　システムは、ユーザの作用及び挙動と、プログラム自体とから学習し得る。集められた
データは、クラウド上で更新され得る。例えば、ＡＩモジュールは、機器の全範囲に対し
て、連続的に、習慣、好み及びスケジュールを学習し得る。学習アルゴリズムとクラウド
イベント駆動のアーキテクチャは、ＳＭＳや音声電話やＥメールやプッシュ通知等のよう
な多方向チャネルを通して、アラートと示唆と通知を作成して送るために、ルール、シナ
リオ、動作、スケジュール、及びトリガについての自動プログラミングを可能にし得る。
【００４７】
　学習アルゴリズムは、ＩＦＴＴＴやｅメールサーバ等のような異なるクラウドサービス
と対話するためにマルチクラウド第３者ＡＰＩと対話し得る、人工知能アプリケーション
プログラミングインターフェース（ＡＰＩ）にも接続され得る。いくつかの例示的な人工
知能ＡＰＩが以下でリストにあげられる。　
　ａｉ．ｄａｔａｓｔｒｅａｍ．ａｄｄ
　ａｉ．ｄａｔａｓｔｒｅａｍ．ｄｅｌｅｔｅ
　ａｉ．ｄａｔａｓｔｒｅａｍ．ｇｅｔ
　ａｉ．ｅｎｅｒｇｙ．ｇｅｔＣｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ
　ａｉ．ｅｎｅｒｇｙ．ｇｅｔＳａｖｉｎｇ
　ａｉ．ｅｎｅｒｇｙ．ｐｒｅｄｉｃｔＣｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ
　ａｉ．ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ．ｇｅｔＨａｂｉｔ
　ａｉ．ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ．ｇｅｔＵｓｅｒＰａｔｔｅｒｎｓ
　ａｉ．ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ．ｐｒｅｄｉｃｔＳｃｅｎｅ
　ａｉ．ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ．ａｎａｌｙｚｅ
　ａｉ．ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ．ｃｒｅａｔｅ
　ａｉ．ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ．ｄｅｌｅｔｅ
　ａｉ．ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ．ｇｅｔ
　ａｉ．ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ．ｌｉｓｔ
　ａｉ．ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ．ｕｐｄａｔｅ
　ａｉ．ｃｌａｓｓｉｆｙＯｐｅｎＣｌｏｓｅ
　ａｉ．ｆｅｅｄｂａｃｋＡｎｏｍａｌｙＤｅｔｅｃｔｉｏｎ
　ａｉ．ｆｅｅｄｂａｃｋＭｏｏｄＦｅｅｄｂａｃｋ
　ａｉ．ｆｅｅｄｂａｃｋＯｐｅｎＣｌｏｓｅＣｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ
　ａｉ．ｇｅｔＢａｓｅｌｉｎｅ
　ａｉ．ｇｅｔＲｅｓｕｌｔ
　ａｉ．ｉｎｓｅｒｔＡｎｏｍａｌｙＤｅｔｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ
　ａｉ．ｉｎｓｅｒｔＭｏｏｄＦｅｅｄｂａｃｋ
　ａｉ．ｉｎｓｅｒｔＯｐｅｎＣｌｏｓｅＣｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎＲｅｃｏｍｍｅ
ｎｄａｔｉｏｎ
　ａｉ．ｉｓＡｎｏｍａｌｙ
　ａｉ．ｓｍａｒｔｏｂｊｅｃｔ．ｇｅｔＤｅｔｅｃｔｅｄＯｂｊ
　ａｉ．ｓｍａｒｔｏｂｊｅｃｔ．ｇｅｔＤｅｔｅｃｔｅｄＣｏｍｐｏｕｎｄＯｂｊ
　ａｉ．ｓｍａｒｔｏｂｊｅｃｔ．ｇｅｔＨａｂｉｔ
　ａｉ．ｓｍａｒｔｏｂｊｅｃｔ．ｇｅｔＡｕｔｏｍａｔｅｄＡｃｔｉｏｎｓ
　ａｉ．ｓｅｎｄＲｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ
　ａｉ．ｓｅｎｄＲｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎＶ２
　ａｉ．ｇｅｔＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ
　ａｉ．ｇｅｔＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＢｙＤｅｖｉｃｅ
　ａｉ．ｇｅｔＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＤｅｔａｉｌｓＢｙＤｅｖｉｃｅＢｙＨｏｕｒ
　学習機能は、システムに対するエネルギー保存及びエネルギー管理能力を可能にし得る
。システムは、エネルギー消費デバイス、ユーザデータ、ならびに、センサと、ユーザと
、スマートフォンやタブレットやコンピュータや機器や電気デバイス等のようなデバイス



(21) JP 2020-184345 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

とによって収集される環境データを、監視し得る。システムは、１つ以上の動作、ルール
、シナリオ、通知、示唆、及び／又は、アラートのセットを自動プログラムするための、
人工知能アルゴリズムと機械学習アルゴリズムによって収集されたデータを解析し、多感
覚の、無線で通信するスマートＴＶと、スマートＴＶボックスホームゲートウェイとで結
合される、家庭やオフィス（又は任意のスペース）における電力使用の戦略的低減を提供
するために、異なる動作及びシナリオを実行し得る。
【００４８】
　人工知能及び学習アルゴリズムは、エネルギー管理とエネルギー保存機能に対して、効
果的な学習を可能にし得る。異なるスケジュール、シナリオ、動作及び／又はルールは、
システムにおいて作成されてもよく、即時制御入力に基づいて自動的に生成され得る。人
工知能及び機械学習方法は、ユーザの好みと環境に関連するユーザ入力を受信するために
も使用され得る。エネルギー監視及び管理システムはまた、クラウドエネルギー監視及び
エネルギー保存システムにおいて実行してもよく、これは、ロケーション又はスペースに
おいて、システム及び任意の電気デバイスと対話し得る。
【００４９】
　以下で記述される機能のそれぞれは、機械学習を使用し得る。図１３は、本発明の実施
形態による、機械学習プロセス１３００である。１３１０において、データは、１つ以上
のデバイス１２０から、ハブ１１０において受信され得る。このデータは、サーバ２００
に通されてもよく、これは、１３２０において、各デバイス１２０についての最近の履歴
データのクラスタを構築し得る。１３３０／１３４０において、システムは、到来する新
たなデータを待ち得る。それが到来したとき、１３５０において、ハブ１１０は、クラス
タ又は複数のクラスタを保持し得るサーバ２００にデータを通し得る。
【００５０】
　学習機能は、例外検出機能を有するシステムを提供してもよく、これは、スマートスペ
ース内でのデバイスのエネルギー消費に関連する異常挙動を識別するのに使用され得る。
システムは、異常挙動（例えば、確立された通常挙動のパターンとは異なる挙動）を検出
するために、リアルタイム又はほぼリアルタイムで監視されたデバイスからのデータに、
フィルタと分類器を適用し得る。システムは、異常挙動が検出されたとき、ユーザに通知
し得る。
【００５１】
　スマートデバイスから受信されたデータは、オーナー、スペース及びデバイスに関連す
る履歴データとともに集約するために処理され得る。集約されたデータは、フィルタでフ
ィルタリングされ、関連するデバイスに対して最新の到来するイベントで修正され得る。
【００５２】
　収集されたリアルタイムデータは、フィルタと分類器を適合して修正するのに使用され
得る。システムのライフサイクルの開始において、又は、異常挙動が検出される度に、測
定されたデバイスの信号に対して、データが実際の通常挙動を表すと仮定して、フィルタ
と分類器は、スマートスペースにおけるデバイスから到来するデータストリームで再トレ
ーニングされ得る。
【００５３】
　図２８は、本発明の実施形態による、クラスタ化プロセッサ２８００である。クラスタ
化プロセッサ２８００は、シリアル化されたインスタンスローダ２８１０、トレーニング
／テストスプリットメーカ（ｔｒａｉｎ／ｔｅｓｔ　ｓｐｌｉｔ　ｍａｋｅｒ）２８２０
、クロス検証フォールドメーカ（ｃｒｏｓｓ　ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ　ｆｏｌｄ　ｍａｋ
ｅｒ）２８３０、増大するＫミーンズ（ｋ－ｍｅａｎｓ）発生器２８４０、シリアル化さ
れたモデルセイバー２８５０、クラスタ性能を評価するもの２８６０、及び、テキストビ
ューア２８７０を含み得る。クラスタ化プロセッサ２８００は、以下に記述される、例外
検出、デバイス検出、ユーザアクティビティ検出、シーン発見／生成等に関連するさまざ
まなプロセスを実行するのに使用され得る。
【００５４】
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　図１４は、本発明の実施形態による、例外検出プロセス１４００である。１４１０にお
いて、到来する信号に基づいて、デバイスの挙動の通常状況を見つけるために、システム
は、時間シリーズクラスタ（すなわち、時間ごとに配列される信号値のクラスタ）に基づ
いて、分類器を構築するために最近収集された履歴データを使用し得る（図１３）。クラ
スタが決定されたとき、１４２０において、最も近い中心に対する（ハブ１１０によって
検出された）任意の新たなイベントの距離が、サーバ２００によって決定され得る。すな
わち、この場合において、フィルタは、各クラスタの中心辺りの間隔であり得る。１４３
０／１４４０において、距離が通常（例えば、しきい値以下）である場合、データはクラ
スタに追加され得る。１４５０において、フィルタ外の（例えば、中心から離れた）多く
の継続的な（又はほぼ時間内の）イベントがある場合、異常挙動が検出され得る。
【００５５】
　本発明の実施形態による、例外検出のためのクラスタ生成プロセス２１００の特定の例
が、図２１において示される。２１１０において、シリアル化されたインスタンスローダ
は、履歴データを受け入れて、データセットを出力し得る。２１２０において、トレーニ
ング／テストスプリットメーカは、データセットを受信して処理し、トレーニングセット
を出力し得る。２１３０において、クロス検証フォールドメーカは、トレーニングセット
を受信して処理し、トレーニングセットとテストセットを出力し得る。２１４０において
、増大するＫミーンズアルゴリズムは、クラスタを生成するために、クロス検証フォール
ドメーカからのトレーニングセットとテストセットを使用し得る。２１５０において、ク
ラスタは、保存され得る。
【００５６】
　図２２は、本発明の実施形態による、例外検出プロセス２２００であり、ここにおいて
、図２１のプロセス２１００によって生成されたクラスタは、例外を識別するのに使用さ
れ得る。２２１０において、ステップ２１５０から保存されたデータがロードされてもよ
く、２２２０において、クラスタメンバーシップがデータセットとして決定されて出力さ
れ得る。クラスタクラスが、２２３０においてデータセットに対して割り当てられ得る。
２２４０において、トレーニング／テストスプリットメーカは、データセットを受信して
処理して、トレーニングセットを出力し得る。２２５０において、クロス検証フォールド
メーカは、トレーニングセットを受信して処理して、トレーニングセットとテストセット
を出力し得る。２２６０において、シリアル化された分類器は、例外を識別するために、
出力に対してデータを分類し得る。２２７０において、例外データが保存され得る。
【００５７】
　１つの例外検出例において、スマートオブジェクトは、調光器及び／又はオンオフ制御
を有する照明（例えば、上述されたスマートソケット、又は、それ自体のスマート通信及
びデータギャザリング機能を有する照明）であり得る。フィルタは、観測された履歴デバ
イスデータに基づいて、デバイスに対して設定され得る。調光器の場合において、クラス
タは、頻繁に観測される調光器設定の辺りで形成され得る。例えば、ユーザが、ユーザが
仕事から帰宅したときに調光器を２０％に設定し得る。この場合において、フィルタは、
時間ウィンドウ中の履歴データストリームの平均辺りの単純な間隔であり得る。（例えば
、ウィンドウ時間データストリームに渡って、１１区分（ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）の四分位
数（ｑｕａｒｔｉｌｅｓ）２と１０）。
【００５８】
　スマートオブジェクトのベースラインは、例えば、１１バケット（ｂｕｃｋｅｔｓ）の
最低及び最高の第２四分位数（ｔｈｅ　ｌｏｗｅｓｔ　ａｎｄ　ｈｉｇｈｅｓｔ　ｓｅｃ
ｏｎｄ　ｑｕａｎｔｉｌｅｓ）をとって、最小限及び最大限のサンプルの範囲として計算
され得る。データ範囲においてカバーされるサンプルの数が、あるしきい値（ＭＩＮ＿Ｒ
ＥＱ＿ＳＡＭＰＬＥ＿ＢＡＳＥＬＩＮＥ）よりも低い場合、ベースラインは捨てられる。
【００５９】
　照明デバイスが異常挙動を有するか否かを決定するために、システムは、（最新の２４
時間、又は、少なくとも最新のＭＩＮ＿ＲＥＱ＿ＰＯＷＥＲ＿ＳＡＭＰＬＥＳからの）最
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新のサンプルをとって、どのくらい多くのサンプルがベースライン範囲外にあるかを数え
て、どのくらい多くのサンプルが第１の例外の後にあるかを数え得る。最新のサンプル上
の異常なサンプルのパーセンテージが、あるしきい値（ＡＮＯＭＡＬＹ＿ＴＯＬ＿ＬＩＭ
ＩＴ）を超える場合、例外は、システムによって登録され得る。
【００６０】
　同様の監視が、例えば、エネルギー使用サンプルに基づいて、スマートプラグとアウト
レットと他のエネルギー使用デバイスに対して実行されてもよく、ここにおいて、最新の
サンプル上の異常なサンプルのパーセンテージが、あるしきい値（ＡＮＯＭＡＬＹ＿ＴＯ
Ｌ＿ＬＩＭＩＴ）を超えるとき、例外がシステムによって登録され得る。さらに、スマー
トプラグ中にプラグ接続されるデバイスのタイプは、変化し得る。ゆえに、異常挙動が検
出されたとき、これは、実際の異常挙動が行われているか、又は、接続された機器が変更
されたかを示し得る。後者の場合において、システムは、ユーザに変化を通知し得るが、
経時的に新たな挙動パターンを学習し、よって、新たなデバイスが接続されたことを認識
して、その新たなデバイスでの例外を探し始め得る。
【００６１】
　システムは、ユーザ挙動における例外を検出し得る。システムは、ＩｏＴクラウドを通
して、任意のデバイスに任意のクライアントとともに任意のユーザによって実行された動
作を登録し得る。システムは、デバイス上での動作、又は、イベントの発生／脱落を通し
て、ユーザ挙動における例外を周期的に探し得る。各種デバイスに対して、システムは、
ルールとして成文化された典型的な異常挙動パターンの収集を記憶してもよく、これに対
して、現在監視された挙動が評価され得る。異常なユーザ挙動が検出されたとき、事態の
重大度に依存して、システムは、安全確認が受信されない場合にデバイスへのアクセスを
拒否して、ユーザに問題について通知するか、又は動作の安全確認を要求するような、異
なる動作を実行し得る。
【００６２】
　システムは、データストリーミングパターンにおける例外を検出し得る。これは、エネ
ルギー例外検出機能の生成である。システムは、信号の挙動の通常状況を見つけるために
、最近の履歴データを処理して、時間シリーズに対するクラスタに基づいた分類器を構築
し得る。例えば、スマートステーションからのデータ（例えば、温度、湿度、明るさ、及
び／又は、アクティビティ／動き頻度）は、頻繁に観測される測定値からの逸脱のために
監視され得る。
【００６３】
　システムは、異なるジオロケーションからＩｏＴクラウドにアクセスするように試行す
るユーザの移動における例外を、周期的に探し得る。システムが、遠隔位置から（例えば
、ユーザがオフィスにいる間に、ユーザのホームにおけるスマートスペース設定を編集す
るユーザから）ユーザコマンドを受信する度に、コマンドを含むデバイスから送られたデ
ータは、デバイスのＧＰＳ位置も含み得る。システムは、コマンドを送るデバイスのＧＰ
Ｓ位置に対応するマップ上のポイントを配置し得る。いくつかのコマンドがユーザから受
信された後、システムは、マップに渡るポイントのクラスタを生成し得る。その後、新た
なコマンドが受信されて、よって新たなポイントが出現する度に、システムは、最も近い
中心への距離を測定し得る。異常なジオロケーションは、この距離がある限度を超えると
きに検出され得る。
【００６４】
　異常なユーザジオロケーションが検出されたとき、システムは、ユーザに異常について
通知して、安全なログインを要求してもよく、安全なログインが受信されない場合、異常
に位置付けされたデバイス／アカウントからのスマートスペース制御へのアクセスは、拒
否され得る。
【００６５】
　１つの特定の例において、システムは、ユーザの平均的なシャワーの長さ及びシャワー
頻度を検出するために、浴室照明スイッチ及び温度センサによって収集されたデータを使



(24) JP 2020-184345 A 2020.11.12

10

20

30

40

50

用し得る。図１５Ａ～図１５Ｂは、シャワー使用パターンを示す、集められたデータの例
を示す。例えば、システムが、ユーザが長いシャワーを浴びることを決定した場合、シャ
ワー時間を低減することに関係付けられた、可能性あるエネルギー保存の表示を含む、よ
り短いシャワー期間を推奨するメッセージを生成し得る。
【００６６】
　別の例において、システムは、うまく機能しない照明を検出するための、電力消費報告
モジュールに装備されたスマート照明スイッチによって収集されたデータを使用し得る。
例えば、システムが、照明がうまく機能していないことを決定した場合、これは、照明電
球が交換されることを必要としていることを通知して、設備管理に対するアラートを生成
し得る。図１６Ａは、通常の照明挙動の例を示し、図１６Ｂは、図１６Ａの通常の照明挙
動と比較されたとき、異常な照明挙動の例を示す。
【００６７】
　システムは、独立してシステムを操作する環境を作成し得る。これは、スマートスペー
スと商業システムとＩｏＴに対するオープンＡＰＩが、開発者に対して友好的な環境を提
供するために、システムの能力を利用できるようにし得る。ソフトウェアとハードウェア
に対するオープンＡＰＩで、開発者は、第３者ソフトウェアとハードウェアをシステムに
統合でき得る。したがって、デバイス１２０は、いくつかの場合において、ハブ１１０と
通信する能力とともに予めプログラミングされ得る。しかしながら、他の場合において、
システムは、機器検出を自動的に実行し得る。
【００６８】
　スマートデバイスは、機器検出を実行するために、さまざまな機器との組み合わせにお
いて使用され得る。例えば、スマートプラグは、スマートスペース中にインストールされ
てもよく、スマートＩｏＴ機能を有し得る又は有し得ない機器は、スマートプラグにプラ
グ接続されてもよい。スマートプラグは、たとえ機器自体が何らスマート機能を有してい
なくても、機器のタイプを決定することができ得る。
【００６９】
　スマートプラグは、デバイスからのイベントの挙動について、データを収集するように
構成されたスマートオブジェクトモジュールを含み得る。エネルギー消費、オン／オフイ
ベントの数、実行支配時間、及び、その他のようなデバイスの信号に基づいて、スマート
オブジェクトモジュールは、どの機器が接続されたかを学習し得る。スマートオブジェク
トモジュールはまた、同じユーザからの、又は、同じネットワークにおける、多くの異な
るデバイス（開／閉、動きセンサ等のような他のデバイスタイプ）間のイベントの相関を
測定してもよく、デバイスが同じ部屋にあるかどうかを、又は、デバイスが合成スマート
オブジェクトとして一緒に動作しているかどうかを決定し得る。
【００７０】
　図１７は、本発明の実施形態による、デバイス検出プロセス１７００である。上述され
た例外検出と同様に、１７１０において、機器検出は、時間内でスマートオブジェクトの
異なる状態を識別するために、リアルタイム又はほぼリアルタイムのデータ上で、一連の
時間上のクラスタリングを使用し得る。１７２０において、機器検出は、各状態のウェー
ブを特徴付けるために、各状態に対するデータに渡って、パターンマッチングと線形回帰
を使用し得る。識別されたパターンに基づいて、１７３０において、システムはデバイス
を識別し得る（例えば、ブレンダが異なるパターンを有する一方、トースターは１つのパ
ターンを有し得る）。システムはまた、同じユーザから、又は、同じネットワークにおい
て、多くの異なるデバイス（開／閉、動きセンサ等のような、他のデバイスタイプ）間の
イベントの相関を測定してもよく、これらのデバイスが同じ部屋にあるかどうか、及び／
又は、これらのデバイスが合成スマートオブジェクトとして一緒に動作しているかどうか
を決定し得る。
【００７１】
　図２３は、本発明の実施形態による、デバイス検出プロセス２３００の特定の例である
。２３１０において、シリアル化されたインスタンスローダは、履歴データを受け入れて
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、データセットを出力し得る。２３２０において、ウェーブレットフィルタは、データセ
ットを受信して処理して、入力データに対するウェーブを含むデータセットを出力し得る
。２３３０において、ウェーブに対するクラスタメンバーシップは、決定され得る。２３
４０において、クラスは、ウェーブとクラスタメンバーシップに基づいて、データに割り
当てられ得る。２３５０において、トレーニング／スプリットメーカは、分類されたデー
タを受信して処理し、トレーニングセットを出力し得る。２３６０において、クロス検証
フォールドメーカは、トレーニングセットを受信して処理して、トレーニングセットとテ
ストセットを出力し得る。２３７０において、シリアル化された分類器は、デバイス識別
を出力し得る。
【００７２】
　例えば、開／閉分類は、開／閉デバイスのための分類器特有であってもよく、十分蓄積
されたデータを有し、スマートオブジェクトとして未だタグ付けされていないすべてのデ
バイスについて、バッチプロセスとして実行してもよい。サンプル分類器２５００は、図
２５において示される。分類器は、可能性ある異なるドア／窓クラスの中からデバイスを
分類するために、検出された機能（開時間と閉時間の間の差、デバイスにおいて感知され
た温度の平均、一日の間のイベントの量、及び、その他）を使用し得る。いったん決定が
なされると、システムは、自動的にデバイスをタグ付けするか、及び／又は、検出された
ドア／窓クラスとともにデバイスをタグ付けするように示唆して、ユーザに通知し得る。
一例において、ドア／窓センサは、上述されたように生成される、ドアが開かれるときの
パターンに基づいて、正面ドアを検出し得る。例えば、毎日、一日のある時間（例えば、
朝と夕）にドアが使用される場合、正面ドアを示唆して、検出されたドア開閉は、ホーム
に帰る又はホームから出かける居住者に一貫したパターンを明らかにし得る。システムは
、例えば、この検出に基づいて、ユーザの典型的な到着時間において、玄関照明アクティ
ブ化トリガを自動的に作成して可能にし得る。システムは、検出された例外に基づいて挙
動を変更し得る。例えば、システムは、時間期間の間使用されていないドアに基づいて、
ユーザがホームから離れていると決定してもよく、一時的に玄関照明トリガをディセーブ
ルしてもよい。
【００７３】
　いくつかの場合において、システムは、合成スマートオブジェクトを自動的に検出し得
る。図２６は、本発明の実施形態による、例示的な合成スマートオブジェクト分類器２６
００を示す。例えば、システムは、デバイス間の関係性が存在し得るかどうか（例えば、
ＴＶと受信機が常に同時であるか）を決定するために、同じ時間期間の間の異なるアクテ
ィビティにおける相関を識別し得る。このような組み合わせが検出された場合、システム
は、ユーザに、関連されたデバイスでの「合成スマートオブジェクト」を作るように推奨
してもよく、又は、合成スマートオブジェクトを自動的に生成してもよい。
【００７４】
　図２４は、本発明の実施形態による、合成デバイス検出プロセス２４００である。２４
１０において、（例えば、図２３のプロセス２３００において生成されたような）デバイ
スに対する電子的フットプリントが検索され得る。２４２０において、クラスは、検索さ
れたデータに割り当てられ得る。２４３０において、トレーニング／テストスプリットメ
ーカは、分類されたデータを受信して処理し、トレーニングセットを出力し得る。２４４
０において、クロス検証フォールドメーカは、トレーニングセットを受信して処理して、
トレーニングセットとテストセットを出力し得る。２４５０において、関係性ツリーは、
デバイス間の関係性を規定するように生成され得る。２４６０において、性能を評価する
ものは、関連するデバイスのアクティビティ／使用を、互いに関連付けし得る。２４７０
と２４８０において、これらの関係性を説明する出力は、チャートにおいて、及びテキス
トにおいて、それぞれ出力され得る。
【００７５】
　図１８は、本発明の実施形態による、パターン検出プロセス１８００である。クラスタ
化を介して例外とデバイスを自動的に検出することに加えて、システムは、（例えば、ク
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ラスタを識別する１８１０において）同様の処理を実行することによって、ユーザパター
ンも検出し得る。１８２０において、この機能性は、時間内（例えば数週間）で持続する
デバイス上でイベントのクラスタを探してもよく、スケジューリングされ得る（例えば、
いくつかの日に、およそ特定の時間において実行されたイベント）。その後、１８３０に
おいて、システムは、応答においていくつかの動作を行い得る。例えば、システムは、ユ
ーザに、この特定の時間において、この動作に対してスケジュールを設定するように推奨
し得る。システムはまた、そのうち典型的に起こるイベントが起こらない場合において、
通知を送り得る。自動化された動作機能は、いくつかの動作又はイベントをトリガする状
態とルールを検出するために、プランニングシステム、文法誘導プロセス、ランキングア
ルゴリズム、及び、通知マネージャシステムを含み得る。図２７は、本発明の実施形態に
よる、自動化された動作分類器２７００である。シリーズトランスレータ２７１０は毎回
、以前のイベントインスタンスから選択された機能のセットを追加し得る。結果は、現在
のイベントと（この例において）３つの以前のイベントとからの機能を有する時間ウィン
ドウインスタンスを含み得る。
【００７６】
　いくつかの場合において、ユーザパターンは、自動化されたシーンを生成するのに使用
され得る。したがって、毎日ほぼ同じ時間、ユーザが動作のいくつかの組み合わせを常に
実行する場合、上述されたクラスタ化処理がこれを検出してもよく、システムは、動作が
自動的に実行させられるように、コマンドを自動的に生成してもよい。例えば、ユーザが
、平日の毎日午後７時に、又は、ほぼ午後７時に仕事からホームに到着したとき、いつも
照明とラジオをオンにする場合、システムは、ユーザ入力なしで、ハブ１１０に平日の毎
日午後７時に照明とラジオをオンにさせる自動化されたシーンを生成し得る。図２９は、
本発明の実施形態による、シーン生成プロセス２９００である。ユーザパターンデータ及
び／又はスマートオブジェクトパターンデータは、２９１０においてシステムによって受
信されてもよく、２９２０においてシステムは、（例えば、頻繁に観測されるクラスタ化
されたアクティビティに基づいて）データに関係付けられた、可能性あるシーンを識別し
得る。候補は、２９３０において、システムによってランク付けされてもよく、２９４０
においてシステムは、ランキングに基づいてシーンを推奨し得る。２９５０において、シ
ステムは、ユーザに、同意について推奨を提示し得る。同意された場合、シーンは、将来
、自動的に実行され得る。
【００７７】
　システムは、エネルギー監査を実行するために、クラスタ化も使用し得る。図３０は、
本発明の実施形態による、監査プロセス３０００である。３０１０において、ＣＳＶロー
ダは、エネルギーデータをロードし得る。３０２０において、クラスは、データに割り当
てられ得る。３０３０において、トレーニング／テストスプリットメーカは、分類された
データを処理してもよく、３０４０において、クロス検証フォールドメーカは、データを
処理し得る。線形回帰は、３０５０において実行され得る。３０６０において、分類器性
能を評価するものは、線形回帰に基づいて、エネルギー性能を評価し得る。３０７０及び
３０８０において、テキストデータと性能チャートが、それぞれ出力され得る。例えば、
システムは、スペースの熱的分離と、環境を調整するための最良の時間環境を決定するた
めに、スマートオブジェクト挙動からの（例えば、ドア／窓スマートオブジェクト、温度
センサ、及びサーモスタットにおける）データを審査し得る。これを行うために、システ
ムは、線形回帰技術を使用して、天気予報を考慮し得る。例えば、とりわけＡｃｃｕｗｅ
ａｔｈｅｒやＷｅａｔｈｅｒ　Ｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄのような外部ＡＰＩを通して、ハ
ブ１１０及び／又はサーバ２００によって天気予報が取得されてもよく、ならびに／ある
いは、ハブ１１０及び／又はサーバ２００は、現在位置（例えば、スマートスペースにお
ける測候所）又は近位置の外部デバイスによって共有されたデータを通して、リアルタイ
ムの天気を考慮してもよい。
【００７８】
　これらの決定に基づいて、システムは、天気予報と、ホームからのさまざまなセンサを
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読み取ることにしたがって、（暖房又は冷房、及び喚起のためのエネルギーを使用して）
いつ空気を調整するか、及び、いつ自然換気を使用するかを推奨し得る。スマートオブジ
ェクト（例えば、サーモスタット）は、改良されたエネルギー効率を達成するために、エ
ネルギー監査解析に基づいた最適な時間で動作するようにスケジューリングされ得る。い
くつかの場合において、これは厳しいルールと結合され得る。１つの例において、サーモ
スタットがオンで冷房又は暖房している一方、ドア／窓スマートオブジェクトが開いた状
態であるとの検出は、通知をトリガして、コンフィギュレーションによっては、サーモス
タットをオフにし得る。別の例において、雨が降っていて自動スプリンクラーが動作して
いる場合、システムは、スプリンクラーをオフにし、及び／又は、ユーザに通知し得る。
図３１は、本発明の実施形態による、推奨プロセス３１００である。３１０５において、
エネルギー監査解析結果データセットは、ロードされ得る。３１１０において、クラスは
、データに割り当てられ得る。３１１５において、クロス検証フォールドメーカは、デー
タを処理し得る。ベイズ処理は、３１２０において実行され得る。３１２５において、ベ
イズ処理の出力が生成され得る。３１３０において、分類器性能を評価するものは、ベイ
ズデータに基づいて、エネルギー性能を評価し得る。３１４０、３１４５及び３１５０に
おいて、コスト利益解析、モデル性能チャート、及び、テキスト報告がそれぞれ出力され
得る。３１３５において、予測を付加するものは、調整が最もうまく実行されるときを予
測し得る。３１５５及び３１６０において、いつ調整が実行され得るかを規定する、散布
図マトリックスが出力され得る。
【００７９】
　システムは、収集されたデータに基づいて、環境を要約し得る。スマートスペースにお
けるいくつか又はすべてのセンサからの情報は、収集されて、データ分析論にとって有用
なデータストラクチャに要約されて、ユーザに表示され得る。データ提示の例示的なスク
リーンショットは、図１９Ａ～図１９Ｄにおいて示される。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、システムは、ユーザの意向についての解釈を実行するた
めに、ユーザについて収集された、リアルタイム又はほぼリアルタイムの（例えば、ユー
ザパターン、ジオロケーション、スマートオブジェクト、音声認識、ソーシャルネットワ
ーク対話、及び、他のソースから到来する）情報を使用し得る。結果にしたがうと、シス
テムは、アクティビティを示唆すること及び／又は環境を調節することのような、異なる
動作を実行し得る。図３２は、本発明の実施形態による、意向フィードバックプロセスで
ある。３２１０において、ＣＳＶローダは、スピーチ認識又は他の意向を表すデータをロ
ードし得る。３２２０において、クラスは、データに割り当てられ得る。いくつかの場合
において、クラスは、ユーザに割り当てられ得る（例えば、ユーザは、（示されていない
）ユーザ自身の意向を入力し得る）。３２３０において、トレーニング／テストスプリッ
トメーカは、分類されたデータを処理してもよく、３２４０において、クロス検証フォー
ルドメーカは、データを処理し得る。データから意向を抽出するためのＪ４８解析が、３
２５０において実行され得る。３２６０において、意向グラフが出力され得る。３２７０
において、分類器性能を評価するものは、３２５０における解析の結果に基づいて、意向
を評価し得る。３２８０及び３２９０において、テキストデータと性能チャートが、それ
ぞれ出力され得る。出力はまた、スマートスペースにおいて要素を制御し得る。例として
、音声認識入力は、感情解析のために処理され得る（例えば、システムは、音声コマンド
を、人工知能と機械学習アルゴリズムに入るテキスト単語又はフレーズに変換して、ユー
ザの意向を検出するために処理され得る。ここで、「愉快な一日だった！」のようなフレ
ーズは、「楽しい」を意味する、等である）。その結果、システムは、アクティビティを
示唆すること及び／又は環境を調節すること（例えば、リビング照明の色を緑と青に設定
すること、スピーカをオンにしてユーザが聴きたい気分である音楽を演奏すること、窓を
開けること、及び、サーモスタットをオフにすること）のような、異なる動作を実行し得
る。
【００８１】
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　システムは、２次元（例えば、間取り図）、及び／又は、３次元（例えば、Ａｗａｙ　
３Ｄ、Ｐａｐｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ、及び／又は、ＷｅｂＧＬによって生成された３Ｄモデ
ル）の、デバイスとスマートオブジェクトのための仮想表現を、それらの環境内でユーザ
に与え得る。システムは、ローカルに又は遠隔で、スマートオブジェクトの仮想表現を作
成し得る。表現は、上で生成されたデータを使用して、（例えば、デバイスとハブ１１０
間の信号強度、デバイスの電力使用、オーディオ音量、温度等を見ることによって）検出
され得る。仮想シナリオにおいてスマートオブジェクトを表現することは、システムが、
ユーザ対話（例えば、対話の承認と抵抗と下落に対する提示）をほとんどせずに、イベン
ト及び通知の自動化されたプランニング及びスケジューリングを自ら作成できるような人
工知能エージェントを作成することを可能にする。人工知能エージェントは、スマートオ
ブジェクトがどのように使用されるかをシステムに教示するために、機械学習及び人工知
能アルゴリズムを使用してもよく、ユーザ好みを連続的に学習してもよい。ランプ、照明
、又は、プラグのような、スマートでないオブジェクトは、それらを上述されたようなス
マートオブジェクトにするように設計された付属物を備えたスマートオブジェクトに変換
されてもよく、したがって、システムにおいて同様に、事実上提示され得る。システムに
おいて提示されたオブジェクトは、ユーザ好みをより良く学習するための機械学習アルゴ
リズムに情報を送って、ユビキタスコンピューティングのネットワークを形成する、相互
接続されたデバイスのグリッドを形成し得る。
【００８２】
　システムは、オプション的に、カスタムユーザインターフェースを自動的に生成するた
めのユーザインターフェースファクトリ（ＵＩＦ）ソフトウェアを提供し得る。ＵＩＦは
、デバイスに対するカスタムユーザインターフェースを生成するためのインテリジェント
発見、マッピング、及び／又は、学習アルゴリズムとともに、プラグを使用し、インスタ
レーション／コンフィギュレーションアーキテクチャを行う。例えば、新たな及び／又は
未知のデバイスは、デバイスの機能を検出して、デバイスに対するＵＩを自動的に生成す
るために、ソフトウェアに自動コマンドを提供するイベントをトリガし得る。これは、シ
ステムが、新たなデバイスをサポートするための新たなソフトウェアの介入なしで、任意
のデバイス又はブランドを制御できるようにし得る。例えば、Ｚ－ｗａｖｅデバイスが発
見されたとき、インテリジェントマッピングは、コマンドクラス（又は、ｚｉｇｂｅｅに
おけるクラスタ）を読み取って、発見されたコマンドクラスの機能及び能力にしたがった
部品を含むユーザインターフェースを生成し得る。生成されたＵＩは、学習アルゴリズム
とＡＩモジュールにフィードバックし得る。ＡＩモジュールは、未知の／新たなデバイス
のユーザ対話と好みを捕捉してもよく、ユーザインターフェースに改良を作成し得る。Ｕ
Ｉファクトリによって生成されたＵＩは、システムから独立して動作し得る。
【００８３】
　さまざまな実施形態を上記で説明してきたが、これらは、限定ではなく例として提示さ
れたと理解されるべきである。精神及び範囲から逸脱することなく、形式及び詳細におけ
るさまざまな変化が、ここにおいてなされ得ることが当業者にとって明らかだろう。実際
に、上の説明を読んだ後、どのように代替実施形態を実現するかが当業者にとって明らか
となろう。
【００８４】
　さらに、機能及び利点を強調する任意の数字は、例示目的のためだけに提示されると理
解されるべきである。開示された方法論及びシステムは、示されたもの以外の方法におい
て利用され得るように、それぞれ十分に柔軟であり構成可能である。
【００８５】
　明細書、特許請求の範囲、及び図面において、用語「少なくとも１つ」が使用されるこ
とが多いが、明細書、特許請求の範囲、及び図面中の用語「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」
、「ｓａｉｄ」等も、「少なくとも１つ」又は「前記少なくとも１つ」を表す。
【００８６】
　最後に、「する手段」又は「するステップ」を表わす言葉を含む請求項のみが、３５Ｕ
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．Ｓ．Ｃ．１１２（ｆ）の下で解釈されるということが出願人の意図である。フレーズ「
する手段」又は「するステップ」を明示的に含まない請求項は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１２
（ｆ）の下で解釈されるべきではない。
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【図３３Ｅ】

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月13日(2020.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートスペースのためのシステムであって、
　人工知能サーバを備え、前記人工知能サーバは
　　前記スマートスペースにおける少なくとも１つのスマートオブジェクトから、データ
を受信することと、
　　少なくとも１つの機械学習アルゴリズム、ディープラーニングアルゴリズムまたはそ
れらの組合せを適用することによって、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトのそ
れぞれから受信された前記データのクラスタを生成することと、各クラスタは、複数の時
間期間のうち１つの間に前記少なくとも１つのスマートオブジェクトの１つから受信した
データを含み、ここにおいて、複数のクラスタは、前記少なくとも１つのスマートオブジ
ェクトの各々について生成され、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトの各々につ
いての前記複数のクラスタの各々は、異なる時間期間の間に受信したデータを含み、
　　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトを分類するために前記クラスタを使用す
ることを含む処理を実行することと、前記処理は、
　　　前記クラスタ間の一貫性を識別するために前記複数のクラスタを評価することと、
　　　前記一貫性を有する前記複数のクラスタを解析することと、前記解析することに基
づいて、オブジェクトタイプを示すパターンを識別することと、
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　　　前記識別されたパターンによって示される前記オブジェクトタイプとして前記少な
くとも１つのスマートオブジェクトを分類することと、を備え、
　　前記処理に基づいて、前記オブジェクトタイプに特有の機能を制御するよう構成され
たコマンドを生成することと、前記コマンドを前記少なくとも１つのスマートオブジェク
トに送信し、それにより、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトの動作の変化を引
き起こすことと、
　　を実行するよう構成された、スマートスペースのためのシステム。
【請求項２】
　前記スマートオブジェクトを分類することは、
　複数のオブジェクトタイプを示す少なくとも１つの追加のパターンを識別するために前
記クラスタを解析し、それにより複数のスマートオブジェクトを識別することと、
　前記複数のスマートオブジェクトを互いに合成オブジェクトに関係付けることと、
　を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記特性を検出することは、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトのエネルギー
消費パターンを決定することを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記エネルギー消費パターンを決定することは、
　エネルギー使用に対応する前記データにおけるイベントを識別することと、時間期間に
対するエネルギー使用データをコンパイルすることとを含む、請求項３に記載のシステム
。
【請求項５】
　前記エネルギー消費パターンを決定することは、
　天気情報を取得することと、
　前記天気情報を前記エネルギー使用と互いに関連付けることと、
　をさらに含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記特性は、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトの機能を含む、請求項１に記
載のシステム。
【請求項７】
　前記特性は、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトの挙動を含む、請求項１に記
載のシステム。
【請求項８】
　前記特性を検出することは、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトとのユーザの
対話を決定することを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ユーザの対話を決定することは、繰り返されるユーザ動作を示すパターンを識別す
るために前記クラスタを解析することを含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトは、ドア／窓センサ、スマートプラグ、セ
ンサユニット、スマートソケット、スキッパー、存在タグ、スマート壁ユニット、サーモ
スタット、プラグ、調光器、テレビジョン、ホームシアターコンポーネント、家庭用機器
、ロック、マシン、又はデバイス、あるいはこれらの組み合わせを含む、請求項１に記載
のシステム。
【請求項１１】
　前記コマンドは、自動化された動作を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記自動化された動作は、アラートを生成することを含む、請求項１１に記載のシステ
ム。
【請求項１３】
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　前記コマンドを生成することは、
　少なくとも１つのインテリジェントエージェントによって計画される少なくとも１つの
イベントにさらに基づく、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのインテリジェントエージェントは、
　ユーザ入力を受信するよう構成されたドラッグアンドドロップユーザインターフェース
を備え、
　前記コマンドを生成することは、前記ユーザ入力にさらに基づく、請求項１３に記載の
システム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのインテリジェントエージェントは、人工知能および／または機械
学習コンポーネントを含み、
　前記コマンドを生成することは、前記人工知能および／または機械学習コンポーネント
により自動的に生成されたコードにさらに基づく、
　請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　クラスタを生成することは、
　時間期間に渡って、前記データを取得することと、
　前記データにおけるイベント間の時間的な関係性を識別することと、
　前記時間的な関係性を示すときに前記クラスタを形成することと、
　を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記人工知能サーバは、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトをスマートスペー
スネットワークに関連付けることを含む処理を実行するようにさらに構成される、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記スマートオブジェクトを識別するための前記処理は、１つ以上の通信プロトコルを
介して発見プロセスを実行することを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記処理の結果は、モバイルデバイス、パーソナルコンピュータ、テレビジョン、又は
これらの組み合わせに報告される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトから前記データを受信し、前記人工知能サ
ーバに前記データを送信するように構成されたハブをさらに備える、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項２１】
　前記人工知能サーバの少なくとも一部および前記ハブは組み合わされたシステムの要素
である、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記ハブは、テレビジョンに表示される出力を制御するようにさらに構成される、請求
項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記人工知能サーバは、前記ハブにソフトウェアをインストールするようにさらに構成
される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記ハブは、ディスプレイおよび制御装置と通信し、
　前記ハブは、前記ディスプレイを介して前記スマートスペースを制御し、前記制御装置
を介してユーザコマンドを受信するためのユーザインターフェースを提供するようにさら
に構成される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
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　前記ディスプレイはテレビジョンである、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記特性を検出することは、前記評価することに基づいて、前記少なくとも１つのスマ
ートオブジェクトによって示される異常を識別することを含む、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項２７】
　スマートスペースのための方法であって、
　人工知能サーバにおいて、前記スマートスペースにおける少なくとも１つのスマートオ
ブジェクトから、データを受信することと、
　少なくとも１つの機械学習アルゴリズム、ディープラーニングアルゴリズムまたはそれ
らの組合せを前記人工知能サーバに適用することによって、前記少なくとも１つのスマー
トオブジェクトのそれぞれから受信された前記データのクラスタを生成することと、各ク
ラスタは、複数の時間期間のうち１つの間に前記少なくとも１つのスマートオブジェクト
の１つから受信したデータを含み、ここにおいて、複数のクラスタは、前記少なくとも１
つのスマートオブジェクトの各々について生成され、前記少なくとも１つのスマートオブ
ジェクトの各々についての前記複数のクラスタの各々は、異なる時間期間の間に受信した
データを含み、
　前記人工知能サーバにより、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトを分類するた
めに前記クラスタを使用することを含む処理を実行することと、前記処理は、
　　前記クラスタ間の一貫性を識別するために前記複数のクラスタを評価することと、
　　前記一貫性を有する前記複数のクラスタを解析することと、前記解析することに基づ
いて、オブジェクトタイプを示すパターンを識別することと、
　　前記識別されたパターンによって示される前記オブジェクトタイプとして前記少なく
とも１つのスマートオブジェクトを分類することと、を備え、
　前記処理に基づいて、前記オブジェクトタイプに特有の機能を制御するよう構成された
コマンドを生成することと、前記コマンドを前記少なくとも１つのスマートオブジェクト
に送信し、それにより、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトの動作の変化を引き
起こすことと、
　を実行するよう構成された、スマートスペースのための方法。
【請求項２８】
　前記スマートオブジェクトを分類することは、　
　複数のオブジェクトタイプを示す少なくとも１つの追加のパターンを識別するために前
記クラスタを解析し、それにより複数のスマートオブジェクトを識別することと、
　前記複数のスマートオブジェクトを互いに合成オブジェクトに関係付けることと、を含
む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記特性を検出することは、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトのエネルギー
消費パターンを決定することを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記エネルギー消費パターンを決定することは、エネルギー使用に対応する前記データ
におけるイベントを識別することと、時間期間に対するエネルギー使用データをコンパイ
ルすることとを含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記エネルギー消費パターンを決定することは、
　天気情報を取得することと、
　前記天気情報を前記エネルギー使用と互いに関連付けることと、
　をさらに含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記特性は、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトの機能を含む、請求項２７に
記載の方法。
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【請求項３３】
　前記特性は、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトの挙動を含む、請求項２７に
記載の方法。
【請求項３４】
　前記特性を検出することは、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトとのユーザの
対話を決定することを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３５】
　前記ユーザの対話を決定することは、繰り返されるユーザ動作を示すパターンを識別す
るために前記クラスタを解析することを含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトは、ドア／窓センサ、スマートプラグ、セ
ンサユニット、スマートソケット、スキッパー、存在タグ、スマート壁ユニット、サーモ
スタット、プラグ、調光器、テレビジョン、ホームシアターコンポーネント、家庭用機器
、ロック、マシン、又はデバイス、あるいはこれらの組み合わせを含む、請求項２７に記
載の方法。
【請求項３７】
　前記コマンドは、自動化された動作を含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３８】
　前記自動化された動作は、アラートを生成することを含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記コマンドを生成することは、少なくとも１つのインテリジェントエージェントによ
って計画された少なくとも１つのイベントにさらに基づく、請求項２７に記載の方法。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つのインテリジェントエージェントは、ユーザ入力を受信するよう構
成されたドラッグアンドドロップユーザインターフェースを備え、
　前記コマンドを生成することは、前記ユーザ入力にさらに基づく、請求項３９に記載の
方法。
【請求項４１】
　前記少なくとも１つのインテリジェントエージェントは、人工知能および／または機械
学習コンポーネントを含み、
　前記コマンドを生成することは、前記人工知能および／または機械学習コンポーネント
により自動的に生成されたコードにさらに基づく、請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　クラスタを生成することは、
　時間期間に渡って、前記データを取得することと、
　前記データにおけるイベント間の時間的な関係性を識別することと、
　前記時間的な関係性を示すときに前記クラスタを形成することと、
　を含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトをスマートスペースネットワークに関連付
けることを含む処理を前記サーバにより実行することをさらに備える、請求項２７に記載
の方法。
【請求項４４】
　前記スマートオブジェクトを識別するための前記処理は、
　１つ以上の通信プロトコルを介して発見プロセスを実行することを含む、請求項２７に
記載の方法。
【請求項４５】
　前記処理の結果を、モバイルデバイス、パーソナルコンピュータ、テレビジョン、又は
これらの組み合わせに報告することをさらに備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項４６】
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　ハブにおいて前記少なくとも１つのスマートオブジェクトから前記データを受信し、前
記ハブにより前記人工知能サーバに前記データを送信することをさらに備える、請求項２
７に記載の方法。
【請求項４７】
　前記人工知能サーバの少なくとも一部および前記ハブは組み合わされたシステムの要素
である、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記ハブによって、テレビジョンに表示される出力を制御することをさらに備える、請
求項４６に記載の方法。
【請求項４９】
　前記人工知能サーバによって、前記ハブにソフトウェアをインストールすることをさら
に含む、請求項４６に記載の方法。
【請求項５０】
　前記ハブはディスプレイおよび制御装置と通信し、
　前記ハブによって、前記ディスプレイを介して前記スマートスペースの制御のためのユ
ーザインターフェースを提供することと、
　前記ハブによって、前記制御装置を介してユーザコマンドを受信することと、
　をさらに備える、請求項４６に記載の方法。
【請求項５１】
　前記ディスプレイはテレビジョンである、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記特性を検出することは、前記評価することに基づいて、前記少なくとも１つのスマ
ートオブジェクトによって示される異常を識別することを含む、請求項２７に記載の方法
。
【請求項５３】
　前記機械学習アルゴリズムは、Ｋミーンズアルゴリズムを含む、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項５４】
　前記機械学習アルゴリズムは、Ｋミーンズアルゴリズムを含む、請求項２７に記載の方
法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　最後に、「する手段」又は「するステップ」を表わす言葉を含む請求項のみが、３５Ｕ
．Ｓ．Ｃ．１１２（ｆ）の下で解釈されるということが出願人の意図である。フレーズ「
する手段」又は「するステップ」を明示的に含まない請求項は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１２
（ｆ）の下で解釈されるべきではない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　スマートスペースを提供するシステムであって、
　前記スマートスペースにおける少なくとも１つのスマートオブジェクトから、データを
受信するように構成されたハブと、
　前記ハブと通信する人工知能サーバであって、
　　　　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトのそれぞれから受信された前記デー
タのクラスタを生成し、
　　　　前記スマートオブジェクトにおける例外を検出し、前記スマートオブジェクトを
識別し、前記スマートオブジェクトを分類し、ユーザ挙動を決定し、ユーザ意向を決定し
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、エネルギー消費パターンを決定し、又は、自動化された動作を作成するために、あるい
はこれらの組み合わせのために、クラスタを使用することを備える処理を実行するように
構成された前記人工知能サーバと、
を備えるシステム。
　［２］　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトは、ドア／窓センサ、スマートプ
ラグ、センサユニット、スマートソケット、スキッパー、存在タグ、スマート壁ユニット
、サーモスタット、プラグ、調光器、テレビジョン、ホームシアターコンポーネント、家
庭用機器、又はロック、あるいはこれらの組み合わせを備える、［１］に記載のシステム
。
　［３］　コマンドは、前記自動化された動作を備える、［１］に記載のシステム。
　［４］　クラスタを生成することは、
　時間期間に渡って、前記データを取得することと、
　前記データにおけるイベント間の時間的な関係性を識別することと、
　前記時間的な関係性を示すときに前記クラスタを形成することと、を備える、［１］に
記載のシステム。
　［５］　前記例外を検出することは、前記クラスタのいずれかからのしきい値距離内に
ない、前記データにおける少なくとも１つのイベントを識別することを備える、［１］に
記載のシステム。
　［６］　前記スマートオブジェクトを分類することは、オブジェクトタイプを示すパタ
ーンを識別するために前記クラスタを解析することを備える、［１］に記載のシステム。
　［７］　前記スマートオブジェクトを分類することは、
　複数のオブジェクトタイプを示すパターンを識別するために前記クラスタを解析し、こ
れにより、複数のスマートオブジェクトを識別することと、
　前記複数のスマートオブジェクトを互いに合成オブジェクトに関係付けることと、を備
える、［１］に記載のシステム。
　［８］　前記ユーザ挙動を決定することは、繰り返されるユーザ動作を示すパターンを
識別するために前記クラスタを解析することを備える、［１］に記載のシステム。
　［９］　前記エネルギー消費パターンを決定することは、エネルギー使用に対応する前
記データにおけるイベントを識別することと、時間期間に対するエネルギー使用データを
コンパイルすることと、を備える、［１］に記載のシステム。
　［１０］　前記エネルギー消費パターンを決定することは、
　天気情報を取得することと、
　前記天気情報を前記エネルギー使用と互いに関連付けることと、をさらに備える［９］
に記載のシステム。
　［１１］　前記自動化された動作を作成することは、アラートを生成することを備える
、［１］に記載のシステム。
　［１２］　前記自動化された動作を作成することは、前記スマートオブジェクトに対す
るコマンドを生成することと、前記サーバから前記ハブに前記コマンドを送ることと、を
備える、［１］に記載のシステム。
　［１３］　前記ハブは、前記コマンドを前記スマートオブジェクトに送るように構成さ
れた、［１２］に記載のシステム。
　［１４］　前記コマンドは、クラスタに関係付けられた動作を実行するために、前記ス
マートオブジェクトを制御する、［１２］に記載のシステム。
　［１５］　前記人工知能サーバは、前記少なくとも１つのスマートオブジェクトを、ス
マートスペースネットワークに関係付けることを備える処理を実行するようにさらに構成
された、［１］に記載のシステム。
　［１６］　前記スマートオブジェクトを識別するための処理は、１つ以上の通信プロト
コルを介して発見プロセスを実行することを備える、［１］に記載のシステム。
　［１７］　前記処理の結果は、モバイルデバイス、パーソナルコンピュータ、テレビジ
ョン、又はこれらの組み合わせに報告される、［１］に記載のシステム。



(60) JP 2020-184345 A 2020.11.12

　［１８］　前記ハブは、テレビジョンに表示される出力を制御するようにさらに構成さ
れた、［１］に記載のシステム。
　［１９］　前記人工知能サーバは、前記ハブにソフトウェアをインストールするように
さらに構成された、［１］に記載のシステム。
　［２０］　前記ハブは、ディスプレイと制御装置と通信しており、
　前記ハブは、前記ディスプレイを介して前記スマートスペースの制御のためのユーザイ
ンターフェースを提供して、前記制御装置を介してユーザコマンドを受信するようにさら
に構成された、［１］に記載のシステム。
　［２１］　前記ディスプレイはテレビジョンである、［２０］に記載のシステム。
　［２２］　スマートスペースを提供する方法であって、
　ハブにおいて、前記スマートスペースにおける少なくとも１つのスマートオブジェクト
から、データを受信することと、
　前記ハブと通信する人工知能サーバによって、前記少なくとも１つのスマートオブジェ
クトのそれぞれから受信された前記データのクラスタを生成することと、
　前記サーバによって、前記スマートオブジェクトにおける例外を検出し、前記スマート
オブジェクトを識別し、前記スマートオブジェクトを分類し、ユーザ挙動を決定し、ユー
ザ意向を決定し、エネルギー消費パターンを決定し、又は、自動化された動作を作成する
ために、あるいはこれらの組み合わせのために、クラスタを使用することを備える処理を
実行することと、
を備える方法。
　［２３］　前記少なくとも１つのスマートオブジェクトは、ドア／窓センサ、スマート
プラグ、センサユニット、スマートソケット、スキッパー、存在タグ、スマート壁ユニッ
ト、サーモスタット、プラグ、調光器、テレビジョン、ホームシアターコンポーネント、
家庭用機器、又はロック、あるいはこれらの組み合わせを備える、［２２］に記載の方法
。
　［２４］　コマンドは、前記自動化された動作を備える、［２２］に記載の方法。
　［２５］　クラスタを生成することは、
　時間期間に渡って、前記データを取得することと、
　前記データにおけるイベント間の時間的な関係性を識別することと、
　前記時間的な関係性を示すときに前記クラスタを形成することと、を備える、［２２］
に記載の方法。
　［２６］　前記例外を検出することは、前記クラスタのいずれかからのしきい値距離内
にない、前記データにおける少なくとも１つのイベントを識別することを備える、［２２
］に記載の方法。
　［２７］　前記スマートオブジェクトを分類することは、オブジェクトタイプを示すパ
ターンを識別するために前記クラスタを解析することを備える、［２２］に記載の方法。
　［２８］　前記スマートオブジェクトを分類することは、
　複数のオブジェクトタイプを示すパターンを識別するために前記クラスタを解析し、こ
れにより、複数のスマートオブジェクトを識別することと、
　前記複数のスマートオブジェクトを互いに合成オブジェクトに関係付けることと、を備
える、［２２］に記載の方法。
　［２９］　前記ユーザ挙動を決定することは、繰り返されるユーザ動作を示すパターン
を識別するために前記クラスタを解析することを備える、［２２］に記載の方法。
　［３０］　前記エネルギー消費パターンを決定することは、エネルギー使用に対応する
前記データにおけるイベントを識別することと、時間期間に対するエネルギー使用データ
をコンパイルすることと、を備える、［２２］に記載の方法。
　［３１］　前記エネルギー消費パターンを決定することは、
　天気情報を取得することと、
　前記天気情報を前記エネルギー使用と互いに関連付けることと、をさらに備える［３０
］に記載の方法。
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　［３２］　前記自動化された動作を作成することは、アラートを生成することを備える
、［２２］に記載の方法。
　［３３］　前記自動化された動作を作成することは、前記スマートオブジェクトに対す
るコマンドを生成することと、前記サーバから前記ハブに前記コマンドを送ることと、を
備える、［２２］に記載の方法。
　［３４］　前記ハブによって、前記コマンドを前記スマートオブジェクトに送ることを
さらに備える、［３３］に記載の方法。
　［３５］　前記コマンドは、クラスタに関係付けられた動作を実行するために、前記ス
マートオブジェクトを制御する、［３３］に記載の方法。
　［３６］　前記人工知能サーバによって、前記少なくとも１つのスマートオブジェクト
を、スマートスペースネットワークに関係付けることを備える処理を実行することをさら
に備える、［２２］に記載の方法。
　［３７］　前記スマートオブジェクトを識別するための処理は、１つ以上の通信プロト
コルを介して発見プロセスを実行することを備える、［２２］に記載の方法。
　［３８］　前記処理の結果は、モバイルデバイス、パーソナルコンピュータ、テレビジ
ョン、又はこれらの組み合わせに報告される、［２２］に記載の方法。
　［３９］　前記ハブによって、テレビジョンに表示される出力を制御することをさらに
備える、［２２］に記載の方法。
　［４０］　前記人工知能サーバによって、前記ハブにソフトウェアをインストールする
ことをさらに備える、［２２］に記載の方法。
　［４１］　前記ハブは、ディスプレイと制御装置と通信しており、前記方法は、
　前記ハブによって、前記ディスプレイを介して前記スマートスペースの制御のためのユ
ーザインターフェースを提供することと、
　前記ハブによって、前記制御装置を介してユーザコマンドを受信することと、をさらに
備える、［２２］に記載の方法。
　［４２］　前記ディスプレイはテレビジョンである、［４１］に記載の方法。
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